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説明や図表中の数値は、それぞれ単位に合わせ四捨五入しているため、各項目の

合計が総額と一致しない場合があります。

は じ め に

わが国経済の動向は、海外経済の不確実性などの影響が懸念されるものの、雇用・

所得環境の改善が続く中で、景気は緩やかに回復しているとされています。今後も雇

用・所得環境が引き続き改善し、経済の好循環が進展する中で、民需を中心とした景

気回復が見込まれます。

一方、本区の財政環境は、人口増加による特別区民税の伸びは期待できるものの、ふ

るさと納税によるマイナス影響は年々拡大し、今年度では 億円にも及ぶほか、特別

区財政調整交付金は法人住民税の一部国税化により、地方消費税交付金は都道府県間

の清算基準の見直しにより、合わせて 億円ものマイナス影響が見込まれるなど、今

後も予断を許さない状況です。

こうした中、本区では 年連続で年間出生数が 人を超えるとともに、平成

（ ）年 月には定住人口が 万人を突破し、今なお増加を続けています。また、市

場移転後の築地の活気とにぎわいの継承、 年後に迫った東京 大会後を見据えたま

ちづくりなど、大きな転換期を迎えています。このような状況の下、「中央区基本構

想」に掲げる将来像「輝く未来へ橋をかける 人が集まる粋なまち」の実現に向

け、今後 年間を見据えた具体的な施策や取組内容を示す「中央区基本計画 」を平

成 （ ）年 月に策定し、これらの取組を力強く推進しているところです。

このような社会環境の変化を十分に踏まえながら、多様化する子育てニーズに対応し

た総合的な子育て支援、教育環境の整備、生涯現役社会の実現や介護をはじめとする高

齢者施策の充実、災害に強いまちづくりや環境と共生する都市空間整備の推進など、よ

り質の高い快適な“都心居住”の実現に向け区政を力強く前進させていかなければなり

ません。その上で、区民の皆さまから信頼され、「中央区に住んで良かった」「ずっと

中央区に住み続けたい」と思っていただけるような魅力あるまちをめざすには、健全か

つ弾力性のある、持続可能な財政基盤の堅持が前提となり、そのためには、これまで以

上に効率的で効果的な財政運営を図っていくことが必要であると考えます。

この財政白書は、本区の財政状況を区民の皆さまに知っていただくことを目的として、

平成 （ ）年度から毎年発行しています。

前半では、平成 （ ）年度の普通会計決算から見た本区の財政状況をお示しし、

さまざまな指標による本区と全国平均・特別区平均との比較や、区の年間経費を「一万

円」に置き換えて「どのような目的」に「どれほどの金額」が使われているかなども解

説しています。

また、後半では、新たな公会計制度に基づき作成した平成 （ ）年度の財務諸表

を用い、フルコスト情報から見た財務分析を行っています。

この冊子が、本区財政の現状について、ご理解を深めていただくための一助となれば

幸いです。
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後も予断を許さない状況です。

こうした中、本区では 年連続で年間出生数が 人を超えるとともに、平成

（ ）年 月には定住人口が 万人を突破し、今なお増加を続けています。また、市

場移転後の築地の活気とにぎわいの継承、 年後に迫った東京 大会後を見据えたま

ちづくりなど、大きな転換期を迎えています。このような状況の下、「中央区基本構

想」に掲げる将来像「輝く未来へ橋をかける 人が集まる粋なまち」の実現に向

け、今後 年間を見据えた具体的な施策や取組内容を示す「中央区基本計画 」を平

成 （ ）年 月に策定し、これらの取組を力強く推進しているところです。

このような社会環境の変化を十分に踏まえながら、多様化する子育てニーズに対応し

た総合的な子育て支援、教育環境の整備、生涯現役社会の実現や介護をはじめとする高

齢者施策の充実、災害に強いまちづくりや環境と共生する都市空間整備の推進など、よ

り質の高い快適な“都心居住”の実現に向け区政を力強く前進させていかなければなり

ません。その上で、区民の皆さまから信頼され、「中央区に住んで良かった」「ずっと

中央区に住み続けたい」と思っていただけるような魅力あるまちをめざすには、健全か

つ弾力性のある、持続可能な財政基盤の堅持が前提となり、そのためには、これまで以

上に効率的で効果的な財政運営を図っていくことが必要であると考えます。

この財政白書は、本区の財政状況を区民の皆さまに知っていただくことを目的として、

平成 （ ）年度から毎年発行しています。

前半では、平成 （ ）年度の普通会計決算から見た本区の財政状況をお示しし、

さまざまな指標による本区と全国平均・特別区平均との比較や、区の年間経費を「一万

円」に置き換えて「どのような目的」に「どれほどの金額」が使われているかなども解

説しています。

また、後半では、新たな公会計制度に基づき作成した平成 （ ）年度の財務諸表

を用い、フルコスト情報から見た財務分析を行っています。

この冊子が、本区財政の現状について、ご理解を深めていただくための一助となれば

幸いです。
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普通会計決算から見た区財政

１ 平成 （ ）年度決算の状況

普通会計とは

区の会計には「一般会計」と「特別会計」があり、一般会計は区の行政運営の基本的

な経費を計上した根幹となる会計です。

一方、特別会計は、特定の事業について一般会計と区分してその収支を経理する必要

がある場合に設置します。

※本区の特別会計：国民健康保険事業会計 介護保険事業会計 後期高齢者医療会計

区が毎年度作成している歳入歳出決算書は、事業ごとの経費や予算との対比により執

行状況を把握することができますが、各地方公共団体の財政状況の把握や比較分析を行

うには、「一定の基準」をもって「会計の統一性」を図る必要があります。

そこで、総務省の定める基準（地方財政状況調査）により、一般会計をベースとして

統一的に再構成したものが「普通会計」です。

なお、この基準では特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、高齢者在宅サービスセ

ンター等の介護保険関連事業経費や区営駐車場の運営等事業経費については「公営企業

会計」という別の会計に分類されるため、普通会計からは除かれます。

また、一般会計では財政調整基金からの繰入金は一般財源ですが、普通会計では基金

からの繰入金はすべて特定財源となるほか、満期一括償還の特別区債の償還額相当分の

減債基金への積立金は、普通会計では公債費となります。

※「一般財源」「特定財源」については４頁を参照してください。

本区の概況

本区の定住人口は、総合的な人口回復施策の展開により、平成 （ ）年を底に増

加に転じ、近年においては都心回帰の動きと相まって顕著な増加を見せています。平成

（ ）年 月には 年ぶりに 万人を突破し、今後も定住人口の増加が見込まれて

います。

一方、急激な人口の増加に伴い、さまざまな分野での行政需要が拡大していることや、

東京 大会後には晴海地区に新たなまちが形成されるなど、区を取り巻く環境は大き

く変容しています。

こうした状況を踏まえ、区がより高い次元へと進化するための未来への扉を開くべく、

平成 （ ）年度に新たな基本構想を策定するとともに、基本構想に掲げた将来像の

実現に向けて、施策のみちすじに基づいた取組を総合的かつ計画的に展開していくため、

平成 （ ）年度を計画の初年度として、今後 年間を見据えた具体的な施策や取組

内容を示す新たな計画「中央区基本計画 」を策定しました。

決算の状況

歳 入 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

歳 出 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（表－ ・グラフ－ ）

平成 （ ）年度の決算は、歳入歳出ともに本区史上初となる 億円を突破し

ました。

歳入総額から歳出総額を差し引いた収支（形式収支） 億 万円から、翌年度へ

繰り越すべき財源（繰越事業費の財源） 億 万円を差し引いた実質的な収支（実質

収支）は、 億 万円となりました。

これを、平成 （ ）年度の実質収支と比べて（単年度収支）みますと、黒字幅が

億 万円減少しました。

△74 △267 △116

積　立　額

取　崩　額 (△) △1,366 △1,350 △1,000 △500

実質単年度収支 (F)+(G)

（単位：百万円）

財政調整基金の残高の増減額 (G)

表－１　　普通会計決算の推移

単年度収支 (F)=(E)-前年度の(E)

年　　度

実 質 収 支 (E)=(C)-(D)

翌年度へ繰り越すべき財源 (D)

形 式 収 支 (C)=(A)-(B)

歳 出 総 額 (B)

歳 入 総 額 (A)
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普通会計決算から見た区財政

１ 平成 （ ）年度決算の状況

普通会計とは

区の会計には「一般会計」と「特別会計」があり、一般会計は区の行政運営の基本的

な経費を計上した根幹となる会計です。

一方、特別会計は、特定の事業について一般会計と区分してその収支を経理する必要

がある場合に設置します。

※本区の特別会計：国民健康保険事業会計 介護保険事業会計 後期高齢者医療会計

区が毎年度作成している歳入歳出決算書は、事業ごとの経費や予算との対比により執

行状況を把握することができますが、各地方公共団体の財政状況の把握や比較分析を行

うには、「一定の基準」をもって「会計の統一性」を図る必要があります。

そこで、総務省の定める基準（地方財政状況調査）により、一般会計をベースとして

統一的に再構成したものが「普通会計」です。

なお、この基準では特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、高齢者在宅サービスセ

ンター等の介護保険関連事業経費や区営駐車場の運営等事業経費については「公営企業

会計」という別の会計に分類されるため、普通会計からは除かれます。

また、一般会計では財政調整基金からの繰入金は一般財源ですが、普通会計では基金

からの繰入金はすべて特定財源となるほか、満期一括償還の特別区債の償還額相当分の

減債基金への積立金は、普通会計では公債費となります。

※「一般財源」「特定財源」については４頁を参照してください。

本区の概況

本区の定住人口は、総合的な人口回復施策の展開により、平成 （ ）年を底に増

加に転じ、近年においては都心回帰の動きと相まって顕著な増加を見せています。平成

（ ）年 月には 年ぶりに 万人を突破し、今後も定住人口の増加が見込まれて

います。

一方、急激な人口の増加に伴い、さまざまな分野での行政需要が拡大していることや、

東京 大会後には晴海地区に新たなまちが形成されるなど、区を取り巻く環境は大き

く変容しています。

こうした状況を踏まえ、区がより高い次元へと進化するための未来への扉を開くべく、

平成 （ ）年度に新たな基本構想を策定するとともに、基本構想に掲げた将来像の

実現に向けて、施策のみちすじに基づいた取組を総合的かつ計画的に展開していくため、

平成 （ ）年度を計画の初年度として、今後 年間を見据えた具体的な施策や取組

内容を示す新たな計画「中央区基本計画 」を策定しました。

決算の状況

歳 入 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

歳 出 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（表－ ・グラフ－ ）

平成 （ ）年度の決算は、歳入歳出ともに本区史上初となる 億円を突破し

ました。

歳入総額から歳出総額を差し引いた収支（形式収支） 億 万円から、翌年度へ

繰り越すべき財源（繰越事業費の財源） 億 万円を差し引いた実質的な収支（実質

収支）は、 億 万円となりました。

これを、平成 （ ）年度の実質収支と比べて（単年度収支）みますと、黒字幅が

億 万円減少しました。

△74 △267 △116

積　立　額

取　崩　額 (△) △1,366 △1,350 △1,000 △500

実質単年度収支 (F)+(G)

（単位：百万円）

財政調整基金の残高の増減額 (G)

表－１　　普通会計決算の推移

単年度収支 (F)=(E)-前年度の(E)

年　　度

実 質 収 支 (E)=(C)-(D)

翌年度へ繰り越すべき財源 (D)

形 式 収 支 (C)=(A)-(B)

歳 出 総 額 (B)

歳 入 総 額 (A)
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２ 歳入から見た区財政

歳入の概況

歳 入 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

前年度と比べ増加した要因は、特別区債の皆減や繰入金の減があったものの、財産

収入、特別区税、都支出金、地方消費税交付金などが増となったことによるものです。

一般財源と特定財源

歳入は、その使途の制約の有無により「一般財源」と「特定財源」に分けられます。

一般財源は使途が制約されず、どのような経費にも使用することができますが、特

定財源は使途が特定されています。

したがって、使途の制約を受けない一般財源をより多く確保するほど、多様な行政

需要に弾力的に対応する財政運営が可能となります。

一般財源 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－２）

前年度と比べ増加した要因は、納税義務者数の増などによる特別区税の増（ 億

万円 ％）、堅調な消費動向による地方消費税交付金の増（ 億 万円

％）のほか、特別区財政調整交付金の増（ 億 万円 ％）などによるものです。

なお、消費税率引上げ（ ％→ ％）に伴う地方消費税交付金の増収分（ 億 万

円）については、保育所待機児解消などの子育て環境の向上や在宅介護を中心とした高

齢者施策などの社会保障施策に要する経費に活用しました。

特定財源 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－２）

前年度と比べ増加した要因は、特別区債の皆減（△ 億 万円）があったものの、

八重洲二丁目北地区市街地再開発事業での権利変換に伴う土地売払収入の皆増などによ

る財産収入の増（ 億 万円 ％）、待機児童解消支援事業費補助金の増な

どに伴う都支出金の増（ 億 万円 ％）などによるものです。

百万円

年度

グラフ－ 一般財源・特定財源の推移

一般財源 特定財源

グラフ－２ 一般財源・特定財源の推移
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２ 歳入から見た区財政

歳入の概況

歳 入 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

前年度と比べ増加した要因は、特別区債の皆減や繰入金の減があったものの、財産

収入、特別区税、都支出金、地方消費税交付金などが増となったことによるものです。

一般財源と特定財源

歳入は、その使途の制約の有無により「一般財源」と「特定財源」に分けられます。

一般財源は使途が制約されず、どのような経費にも使用することができますが、特

定財源は使途が特定されています。

したがって、使途の制約を受けない一般財源をより多く確保するほど、多様な行政

需要に弾力的に対応する財政運営が可能となります。

一般財源 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－２）

前年度と比べ増加した要因は、納税義務者数の増などによる特別区税の増（ 億

万円 ％）、堅調な消費動向による地方消費税交付金の増（ 億 万円

％）のほか、特別区財政調整交付金の増（ 億 万円 ％）などによるものです。

なお、消費税率引上げ（ ％→ ％）に伴う地方消費税交付金の増収分（ 億 万

円）については、保育所待機児解消などの子育て環境の向上や在宅介護を中心とした高

齢者施策などの社会保障施策に要する経費に活用しました。

特定財源 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－２）

前年度と比べ増加した要因は、特別区債の皆減（△ 億 万円）があったものの、

八重洲二丁目北地区市街地再開発事業での権利変換に伴う土地売払収入の皆増などによ

る財産収入の増（ 億 万円 ％）、待機児童解消支援事業費補助金の増な

どに伴う都支出金の増（ 億 万円 ％）などによるものです。

百万円

年度

グラフ－ 一般財源・特定財源の推移

一般財源 特定財源

グラフ－２ 一般財源・特定財源の推移
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グラフ－３は、主な歳入の構成比を全国平均や特別区平均と比較したものです。

※全国平均および特別区平均は平成 （ ）年度の数値を参考に記載したものです｡

○ 地方税

歳入総額のうち地方税が占める割合を特別区平均と比較してみますと、平成

（ ）年度は ポイント下回りました。これは、特別区民税が特別区平均を上回る

増加率となったものの、土地売払収入の皆増により財産収入がそれを大きく上回る増と

なった結果、地方税の占める割合が相対的に低下したためです。

全国平均との比較では、本区が ポイント下回っていますが、これは地方税財政制

度の違いによるもので、本来は市町村税である「固定資産税」、｢市町村民税法人分」

などを財源とする「特別区財政調整交付金」を区の地方税に加算すると、全国平均を

ポイント上回る結果になります。

※ 「特別区財政調整交付金」については 頁を参照してください。

○ 財政調整交付金

特別区平均と比較してみますと、本区の構成比は特別区平均の約半分、 ポイント

下回っており、本区への配分が小さいことがわかります。

また、全国平均で ％の構成比となっている地方交付税は、特別区を含む東京都は

不交付団体です。

特別区と全国いずれにおいても、地方税が収入の根幹をなしていることは当然ですが、

制度の相違はあるものの特別区では財政調整交付金、全国では地方交付税の歳入に占め

る割合が高いことがわかります。

○ その他の収入

特別区平均と比較して、本区の構成比が大きく上回っているものに「使用料及び手数

料」と「その他」があります。

使用料及び手数料が ポイント上回っていますが、本区は他区に比べ中堅所得層を

対象とした区立住宅および借上住宅が多いことが要因のひとつです。

また、その他が特別区平均を ポイント上回っている要因としては、土地売払収入

の皆増という特殊要因により「財産収入」が大幅増となったことに加え、「地方消費税

交付金」と「諸収入」の歳入に占める割合が他区に比べ高いことが挙げられます。

「地方消費税交付金」は、税率引き上げ分（地方消費税率 ％）については全額人

口に応じて配分されますが、従前分（地方消費税率 ％）については人口と事業所の

従業者数に応じて配分されるため、区内事業所の従業者数が多い本区は、従前分の交付

額が他区に比べて高いことによるものです。

「諸収入」は、マンション建設などによる特別区道の掘削が多いことに伴う復旧費収

入（道路受託事業費収入）などによるものです。

グラフ－ 歳入構成比比較グラフ－３ 歳入構成比比較

中央区

特別区平均

全国平均

地方税 財政調整交付金

使用料及び
手数料

国庫･都
支出金

繰入金

その他 ％

地方交付税
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グラフ－３は、主な歳入の構成比を全国平均や特別区平均と比較したものです。

※全国平均および特別区平均は平成 （ ）年度の数値を参考に記載したものです｡

○ 地方税

歳入総額のうち地方税が占める割合を特別区平均と比較してみますと、平成

（ ）年度は ポイント下回りました。これは、特別区民税が特別区平均を上回る

増加率となったものの、土地売払収入の皆増により財産収入がそれを大きく上回る増と

なった結果、地方税の占める割合が相対的に低下したためです。

全国平均との比較では、本区が ポイント下回っていますが、これは地方税財政制

度の違いによるもので、本来は市町村税である「固定資産税」、｢市町村民税法人分」

などを財源とする「特別区財政調整交付金」を区の地方税に加算すると、全国平均を

ポイント上回る結果になります。

※ 「特別区財政調整交付金」については 頁を参照してください。

○ 財政調整交付金

特別区平均と比較してみますと、本区の構成比は特別区平均の約半分、 ポイント

下回っており、本区への配分が小さいことがわかります。

また、全国平均で ％の構成比となっている地方交付税は、特別区を含む東京都は

不交付団体です。

特別区と全国いずれにおいても、地方税が収入の根幹をなしていることは当然ですが、

制度の相違はあるものの特別区では財政調整交付金、全国では地方交付税の歳入に占め

る割合が高いことがわかります。

○ その他の収入

特別区平均と比較して、本区の構成比が大きく上回っているものに「使用料及び手数

料」と「その他」があります。

使用料及び手数料が ポイント上回っていますが、本区は他区に比べ中堅所得層を

対象とした区立住宅および借上住宅が多いことが要因のひとつです。

また、その他が特別区平均を ポイント上回っている要因としては、土地売払収入

の皆増という特殊要因により「財産収入」が大幅増となったことに加え、「地方消費税

交付金」と「諸収入」の歳入に占める割合が他区に比べ高いことが挙げられます。

「地方消費税交付金」は、税率引き上げ分（地方消費税率 ％）については全額人

口に応じて配分されますが、従前分（地方消費税率 ％）については人口と事業所の

従業者数に応じて配分されるため、区内事業所の従業者数が多い本区は、従前分の交付

額が他区に比べて高いことによるものです。

「諸収入」は、マンション建設などによる特別区道の掘削が多いことに伴う復旧費収

入（道路受託事業費収入）などによるものです。

グラフ－ 歳入構成比比較グラフ－３ 歳入構成比比較

中央区

特別区平均

全国平均

地方税 財政調整交付金

使用料及び
手数料

国庫･都
支出金

繰入金

その他 ％

地方交付税
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一般財源総額

歳入総額
一般財源率　＝　 ×　100

次に、歳入総額に占める一般財源の割合である一般財源率を見てみます。

一般財源率（中央区） ％ 年度 ％

一般財源率（特別区平均） ％ 年度 ％

（グラフ－４）

中央区の一般財源率は、前年度と比較して ポイント下回り、 年連続で減少しま

した。先のグラフ－２でもわかるように、一般財源の総額が増加しましたが、特定財

源の総額の増加がそれを上回ったことによるものです。

特別区平均の一般財源率は、株式等譲渡所得割交付金の増（ ％）、特別区民税

の増（ ％）などにより一般財源が増加したものの、財産収入の増（ ％）、繰入

金の増（ ％）などにより特定財源の増加がそれを上回ったことによるものです。

一般財源率の計算は「一般財源総額÷歳入総額」であり、一般財源の増減だけでなく、

歳出事業に伴う特定財源の増減も影響します。

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

グラフ－４ 一般財源率の推移

自主財源と依存財源

次に歳入を自主財源・依存財源別に見てみます。

自主財源とは、｢特別区税」や「使用料及び手数料」のように区自らの権限で調達で

きる財源であり、依存財源とは、｢国庫支出金」や「都支出金」、｢地方譲与税」、｢特

別区財政調整交付金」のように収入の源泉を国や東京都などに依存している財源です。

したがって、歳入総額に対して自主財源が多いほど、財政運営の自主性と安定性が確

保しやすいといえます。

自主財源 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－５）

前年度と比べ大きく増加した要因は、「繰入金」、「繰越金」などの減があるものの、

土地売払収入の皆増という特殊要因による「財産収入」の増や「特別区税」の増などに

よるものです。

依存財源 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－５）

前年度と比べ減少した要因は、「株式等譲渡所得割交付金」、「配当割交付金」など

の増があるものの、｢特別区債｣の皆減、「国庫支出金」の減などによるものです。

以上のとおり、依存財源が減少し、自主財源が大きく増加したことにより、自主財源

率は前年度比 ポイント増の ％となりました。

グラフ－５ 自主財源・依存財源の推移
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一般財源総額

歳入総額
一般財源率　＝　 ×　100

次に、歳入総額に占める一般財源の割合である一般財源率を見てみます。

一般財源率（中央区） ％ 年度 ％

一般財源率（特別区平均） ％ 年度 ％

（グラフ－４）

中央区の一般財源率は、前年度と比較して ポイント下回り、 年連続で減少しま
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※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

グラフ－４ 一般財源率の推移

自主財源と依存財源

次に歳入を自主財源・依存財源別に見てみます。
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別区財政調整交付金」のように収入の源泉を国や東京都などに依存している財源です。

したがって、歳入総額に対して自主財源が多いほど、財政運営の自主性と安定性が確

保しやすいといえます。

自主財源 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－５）

前年度と比べ大きく増加した要因は、「繰入金」、「繰越金」などの減があるものの、

土地売払収入の皆増という特殊要因による「財産収入」の増や「特別区税」の増などに

よるものです。

依存財源 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－５）

前年度と比べ減少した要因は、「株式等譲渡所得割交付金」、「配当割交付金」など

の増があるものの、｢特別区債｣の皆減、「国庫支出金」の減などによるものです。

以上のとおり、依存財源が減少し、自主財源が大きく増加したことにより、自主財源

率は前年度比 ポイント増の ％となりました。

グラフ－５ 自主財源・依存財源の推移
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特別区民税の推移

特別区民税 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－６）

本区の人口は、平成 （ ）年 月には 万人を超え、平成 （ ）年 月 日現

在では 人と、前年同月と比べ 人の増となっています。

過去 年間の推移を見ますと、人口増加に伴い納税義務者数は着実に増えており、毎

年度 人以上の増加となっています。これにより、特別区民税も年々増加しており、

平成 （ ）年度からは約 億円増加しています。

グラフ－６ 特別区民税と納税義務者数の推移

特別区財政調整交付金の推移

都区財政調整制度は、東京都と特別区の間の役割分担に応じて財源を割り振る機能

（財源保障機能）と、特別区相互間の行政水準の均衡を図るために財源を調整する機能

（財源調整機能）をあわせ持つとともに、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確

保するために設けられた制度です。

そして、特別区財政調整交付金は、特例として東京都（本来は市町村税）が賦課・徴

収している「固定資産税」､「市町村民税法人分」､「特別土地保有税」の三税（調整三

税）を東京都と特別区の共有財源とし、その一定割合（ ％）がそれぞれ算定のうえ各

区に交付されるものです。

東京都の留保分（ ）は、本来は市町村が行う事務のうち、人口が高度に集中する大都市地

域における行政の一体性・統一性を確保する観点から、一体的に実施する必要がある「上下水

道」や「消防」などの「大都市事務」に要する財源となります。

また、特別区財政調整交付金には「普通交付金」と「特別交付金」の 種類がありま

す。

普通交付金は、特別区税等の一般財源をどの程度確保できるかといった区の財政力

（＝基準財政収入額）と、区が合理的かつ妥当な水準で行政を行うために必要な経費

（＝基準財政需要額）をそれぞれ算定し、基準財政需要額が基準財政収入額を超える区

に対して、その超える額（＝財源不足額）が交付されます。

一方、特別交付金は、普通交付金算定以降に生じた災害等の特別な財政需要や、普通

交付金では捕捉されない特別な財政需要などに対して交付されます。

普通交付金 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－７）

前年度と比べて増加した要因は、基準財政収入額が 億 万円増加しましたが、基

準財政需要額がそれを上回る 億 万円増加したため、基準財政収入額と基準財政

需要額の差が、平成 （ ）年度よりも大きくなったことによるものです。

基準財政収入額の増加は、「特別区税」の算定増が主な要因です。また、基準財政需

要額の増加は、各種運動施設に係る経費の算定充実、待機児童解消緊急対策対応経費の

臨時的算定のほか、人口増による本区需要額の全体的な増などが主な要因です。

なお、過去 年間の普通交付金の推移を見ますと、平成 （ ）年度にいったん減

少しましたが、総じて増加傾向となっていることがわかります。

これは、先にも述べましたとおり、特別区財政調整交付金が需要額と収入額の差であ

る財源不足額に対し交付されるものであることから、近年人口増などに伴う需要額の伸

びが収入額の伸びを上回ってきたことが大きな要因のひとつです。

しかしながら、「市町村民税法人分」を含む法人住民税が一部国税化されたことによ

るマイナス影響や、原資となる調整三税が景気の影響を受けやすいことなどから、今後

を楽観視できる状況とはいえません。
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特別区民税の推移

特別区民税 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－６）

本区の人口は、平成 （ ）年 月には 万人を超え、平成 （ ）年 月 日現

在では 人と、前年同月と比べ 人の増となっています。

過去 年間の推移を見ますと、人口増加に伴い納税義務者数は着実に増えており、毎

年度 人以上の増加となっています。これにより、特別区民税も年々増加しており、

平成 （ ）年度からは約 億円増加しています。

グラフ－６ 特別区民税と納税義務者数の推移

特別区財政調整交付金の推移

都区財政調整制度は、東京都と特別区の間の役割分担に応じて財源を割り振る機能

（財源保障機能）と、特別区相互間の行政水準の均衡を図るために財源を調整する機能

（財源調整機能）をあわせ持つとともに、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確

保するために設けられた制度です。

そして、特別区財政調整交付金は、特例として東京都（本来は市町村税）が賦課・徴

収している「固定資産税」､「市町村民税法人分」､「特別土地保有税」の三税（調整三

税）を東京都と特別区の共有財源とし、その一定割合（ ％）がそれぞれ算定のうえ各

区に交付されるものです。

東京都の留保分（ ）は、本来は市町村が行う事務のうち、人口が高度に集中する大都市地

域における行政の一体性・統一性を確保する観点から、一体的に実施する必要がある「上下水

道」や「消防」などの「大都市事務」に要する財源となります。

また、特別区財政調整交付金には「普通交付金」と「特別交付金」の 種類がありま

す。

普通交付金は、特別区税等の一般財源をどの程度確保できるかといった区の財政力

（＝基準財政収入額）と、区が合理的かつ妥当な水準で行政を行うために必要な経費

（＝基準財政需要額）をそれぞれ算定し、基準財政需要額が基準財政収入額を超える区

に対して、その超える額（＝財源不足額）が交付されます。

一方、特別交付金は、普通交付金算定以降に生じた災害等の特別な財政需要や、普通

交付金では捕捉されない特別な財政需要などに対して交付されます。

普通交付金 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－７）

前年度と比べて増加した要因は、基準財政収入額が 億 万円増加しましたが、基

準財政需要額がそれを上回る 億 万円増加したため、基準財政収入額と基準財政

需要額の差が、平成 （ ）年度よりも大きくなったことによるものです。

基準財政収入額の増加は、「特別区税」の算定増が主な要因です。また、基準財政需

要額の増加は、各種運動施設に係る経費の算定充実、待機児童解消緊急対策対応経費の

臨時的算定のほか、人口増による本区需要額の全体的な増などが主な要因です。

なお、過去 年間の普通交付金の推移を見ますと、平成 （ ）年度にいったん減

少しましたが、総じて増加傾向となっていることがわかります。

これは、先にも述べましたとおり、特別区財政調整交付金が需要額と収入額の差であ

る財源不足額に対し交付されるものであることから、近年人口増などに伴う需要額の伸

びが収入額の伸びを上回ってきたことが大きな要因のひとつです。

しかしながら、「市町村民税法人分」を含む法人住民税が一部国税化されたことによ

るマイナス影響や、原資となる調整三税が景気の影響を受けやすいことなどから、今後

を楽観視できる状況とはいえません。
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特別交付金 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

前年度と比べて減少した要因は、認知症高齢者グループホーム等「優っくり村中央

湊」や築地場外市場地区先行営業施設「築地魚河岸」の整備費の皆減などにより、普

通交付金では捕捉されない特別な財政需要が減少したことによるものです。

特別交付金 (単位:百万円)

27(2015)年度 28(2016)年度 29(2017)年度25(2013)年度 26(2014)年度

次に、特別区財政調整交付金の過去 年間の推移を見ますと、 区への交付総額は、

平成 （ ）年度までは増加傾向にありましたが、直近の 年間については減少に転

じております。

本区への交付額は年度によって増減していますが、平成 （ ）年度は 億

万円で、前年度と比較して 億 万円（ ％）の増となりました。 グラフ－８

グラフ－７ 基準財政収入額・需要額と

普通交付金の推移

中 略

それぞれの区域から納められた調整三税に対し、交付金としてどの程度地元区（納税

者）に還元されているかを確認するため、調整三税の 割を占める固定資産税に着目し

てみました。（表－２）

特別区全体のうち、面積では ％である都心４区から、固定資産税の ％が納め

られている一方で、交付金は ％にとどまり、都心区への還元率が低いことがわかり

ます。

表－２　固定資産税の状況 （平成28(2016)年度）

特別区全体
におけるｼｪｱ

特別区全体
におけるｼｪｱ

（百万円）
特別区全体
におけるｼｪｱ

千 代 田

中 央

港

新 宿

都 心 区 計

特 別 区 計

区　名

　　面　積　（k㎡） 特別区財政調整交付金　　固定資産税（百万円）

グラフ－８ 区交付総額と中央区交付額の推移

年度

交付額 中央区
交付総額 区

百万円
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特別交付金 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

前年度と比べて減少した要因は、認知症高齢者グループホーム等「優っくり村中央

湊」や築地場外市場地区先行営業施設「築地魚河岸」の整備費の皆減などにより、普

通交付金では捕捉されない特別な財政需要が減少したことによるものです。

特別交付金 (単位:百万円)

27(2015)年度 28(2016)年度 29(2017)年度25(2013)年度 26(2014)年度

次に、特別区財政調整交付金の過去 年間の推移を見ますと、 区への交付総額は、

平成 （ ）年度までは増加傾向にありましたが、直近の 年間については減少に転

じております。

本区への交付額は年度によって増減していますが、平成 （ ）年度は 億

万円で、前年度と比較して 億 万円（ ％）の増となりました。 グラフ－８

グラフ－７ 基準財政収入額・需要額と

普通交付金の推移

中 略

それぞれの区域から納められた調整三税に対し、交付金としてどの程度地元区（納税

者）に還元されているかを確認するため、調整三税の 割を占める固定資産税に着目し

てみました。（表－２）

特別区全体のうち、面積では ％である都心４区から、固定資産税の ％が納め

られている一方で、交付金は ％にとどまり、都心区への還元率が低いことがわかり

ます。

表－２　固定資産税の状況 （平成28(2016)年度）

特別区全体
におけるｼｪｱ

特別区全体
におけるｼｪｱ

（百万円）
特別区全体
におけるｼｪｱ

千 代 田

中 央

港

新 宿

都 心 区 計

特 別 区 計

区　名

　　面　積　（k㎡） 特別区財政調整交付金　　固定資産税（百万円）

グラフ－８ 区交付総額と中央区交付額の推移

年度

交付額 中央区
交付総額 区

百万円

平成30（2018）年度　中央区財政白書- 13 -



また、都区財政調整制度における自主財源率の状況を見たものが表－３です。

都区財政調整制度は地方交付税制度に準じた仕組みがとられており、 区全体として

自主財源率 ％を確保するとしていますが、 ％を超える区が 区ある一方で、 ％に

満たない区が 区あり、本区は ％で下位から 番目の低さとなっています。

なお、都心４区では ％という状況です。

(単位：百万円)

特別区税等(100%) 特別区税等の15% その他行政費 自主財源計 自主財源率(25%)

Ａ B＝A×15% Ｃ Ｄ=Ｂ+Ｃ Ｄ÷Ａ

千 代 田

中 央

港

新 宿

文 京

台 東

墨 田

江 東

品 川

目 黒

大 田

世 田 谷

渋 谷

中 野

杉 並

豊 島

北

荒 川

板 橋

練 馬

足 立

葛 飾

江 戸 川

計

区　名

表－３　都区財政調整制度における自主財源率の状況（平成29(2017)年度）

都区財政調整制度には特別区相互間の行政水準の均衡を図るために財源を調整する機

能はありますが、地元区（納税者）への還元の状況や本来確保されるべき自主財源率の

状況を見ますと、都内トップクラスの事業所数（約 ）を有する「商工業のまち」

である本区の地域特性を踏まえ、都心需要の算定充実に向け、東京都に対してさらに積

極的な働きかけをしていかなければならないと考えます。

＜コラム＞ 不合理な税制改正等の動向と本区財政への影響

★ 不合理な税制改正等について

国は、「日本全体が人口減少局面にあり、東京一極集中の傾向が加速している」とし

て、『地方創生の推進』と『税源偏在是正』を実現するという大義名分のもと、地方法

人課税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税などの不合理な税

制改正等に取り組んでおり、これにより本区を含む特別区の貴重な税源が一方的に奪わ

れています。こうした不合理な税制改正等による影響額は、特別区全体では、現時点で

億円強、消費税率 ％段階においては 億円に迫る規模が見込まれており、本

区を含む特別区の財政に大きな影響を及ぼします。

ここでは、不合理な税制改正等の動向と特別区の主張、本区財政への影響について紹

介します。

地方消費税の清算基準の見直し

地方消費税は、国税である消費税とあわせていったん国に納付された後、都道府県に

払い込まれ、その 分の が区市町村に交付されます。都道府県に払い込まれる額は、地

方消費税を最終消費地に帰属させるための清算基準（以下の表）に基づき配分されます

が、平成 （ ）年度・平成 （ ）年度税制改正により人口の比率を引き上げる

見直しが行われ、平成 （ ）年度税制改正においては、さらなる人口比率の引上げ

とともに、従業者数による配分比率の廃止など、不合理な見直しが強行されました。

地方消費税の清算基準の適正化については、「税源偏在是正」と切り離し、あくまで

『税収の適正な帰属を確保する』という視点から議論するべきと考えます。

＜清算基準の推移＞ 

※1 商業統計本調査　　※2 経済センサス活動調査　　※3 国勢調査　　※4 経済センサス基礎調査　　　　

従業者数　※4 ―

H27～28年度

　人　口　※3

統
計
基
準

小売年間販売額　※1

サービス業対個人事
業収入額　※2

(H27税制改正) (H29税制改正) (H30税制改正)
～H26年度

H29年度 H30年度

 

◆ 本区への影響

東京都は人口が集中しているものの、全国に占める割合は ％で、従業者数の割合

（ ％）よりも小さいことから、従業者数による配分比率が廃止されると東京都は減

収となり、本区の減収要因ともなります。平成 （ ）年度税制改正による清算基準

の見直しにより、本区においては約 億円ものマイナス影響が見込まれます。
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ふるさと納税

ふるさと納税は、税の使われ方を考えるきっかけとなること、生まれ故郷やお世話に

なった地域の力になれることなどから、制度の趣旨には賛同できます。

しかしながら、過剰な返礼品の見返りを受けた一部の住民のみが実質負担減となり、

その他の住民は減収による行政サービスの低下を受け入れざるを得ないといった不公平

が生じています。

また、寄附による減収分は地方交付税によって補塡される仕組みとなっていますが、

地方交付税不交付団体である本区は補塡が及びません。さらに、平成 （ ）年度か

らは、確定申告を行わずに寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度の創設により、

本来所得税（国税）から控除すべき税額が住民税（地方税）から控除され、減収幅が拡

大しています。

◆ 本区への影響

ふるさと納税の寄附金控除の状況から、平成 （ ）年度は約 億円のマイナス影

響がありました。平成 （ ）年度は前年度から約 倍となり、マイナス影響額は

約 億円に達する見込みです。こうした状況を踏まえ、平成 （ ）年 月から「ふ

るさと中央区応援寄附制度」を開始し、区民以外の方から寄附を募ることで新たな自主

財源の確保に取り組んでいます。

地方法人課税

法人住民税（特別区財政調整交付金の原資の一部）は、法人が地方自治体から受ける

行政サービスの対価として負担を求めている自治体固有の財源であり、その地域の行政

施策に使われるべきものです。

平成 （ ）年度に法人住民税法人税割を一部国税化し、消費税率 ％段階におい

て、さらに拡大されます。特別区は平成 （ ）年度分だけでも約 億円、消費税

率 ％段階においては 億円を超える規模の減収が予想されています。

また、国では平成 （ ）年度税制改正に向け、地方法人課税における税源の偏在

を是正する新たな措置について検討しており、さらに都市部から税源を吸い上げる動き

が表面化しています。

地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨を無

視したものであり、本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差については、国の責

任において地方交付税財源の法定率を引き上げ、調整するべきです。

◆ 本区への影響

特別区全体の影響見込額をもとに本区の影響額を試算すると、消費税率 ％段階では

特別区財政調整交付金は約 億円のマイナス影響となり、消費税率が ％に引き上げら

れた段階では 億円を超えるマイナス影響が見込まれます。

３ 歳出から見た区財政

歳出の概況

歳 出 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

平成 （ ）年度は、 “ 万都市への幕開け！！ －オリンピック・パラリンピ

ックとその先の輝かしい未来に向けて－ ” をテーマとして、急激な人口増加や東京

大会後のまちづくりを見据え、都心にふさわしい基盤づくりに向けた施策を展開す

るとともに、「中央区基本構想」で掲げる「 年後の中央区」の将来像の実現に向けて

各種事業の充実・強化を図りました。

特に、防犯・防災対策強化など「災害に強い都心のまちづくり」、保育所の待機児童

解消をはじめ安心して子どもを産み、育てることができる環境やオリンピック・パラリ

ンピック教育の推進など「子どもが輝く子育て・教育のまちづくり」、スポーツの普及

と日頃からの健康づくりやバリアフリーの推進など「すべての人々の健康と高齢者の生

きがいのあるまちづくり」、環境にやさしいスマートシティの実現や歩行・交通環境の

整備など「地球にやさしい水と緑のまちづくり」、魅力的な情報発信や本区ならではの

“おもてなし”への取組など「歴史と先進性を生かしたにぎわいのあるまちづくり」を

重点的に取り組みました。

なお、平成 （ ）年度における主な事業につきましては、「主要な施策の成果説

明書｣（区ホームページの区政情報）をご覧ください。

性質別の状況

歳出経費は、その性質によって「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」

と大きく分けられます。

義務的経費は、「人件費」、「扶助費」、「公債費」の合計を指すもので、これらの

経費は支出が義務づけられるなど、容易には削減できないという性質を持っています。

したがって、この義務的経費が歳出に占める割合を見ることによって、財政構造の弾

力性を判断する一つの指標とすることができます。

※ 人件費とは、人に伴う経費の総称で、職員の給料・手当、区議会議員、行政委員会の委員およ

び附属機関の構成員の報酬などが含まれます。

扶助費とは、生活保護法、児童福祉法などの法律等に基づき、現金や物品の別を問わず、被扶

助者に直接支給される経費で、法律等に基づく給付であることから義務的経費に区分されます。

公債費とは、小･中学校や児童館などの建設、減税･減収補てんを目的に発行した特別区債 区

の借金 の償還費で、借入金の返済金であることから義務的経費に区分されます。
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平成 （ ）年度の歳出決算額を性質別に見てみます。 グラフ－９

義務的経費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

前年度と比べ増加した要因は、退職手当の減などによる人件費の減（△ 億 万円）

があるものの、子ども・子育て支援給付の増などによる扶助費の増（ 億 万円）、

平成 （ ）年度に発行した特別区債の元金償還開始などによる公債費の増（

万円）などによるものです。

投資的経費 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

前年度と比べ減少した要因は、市街地再開発事業助成の減、小学校・幼稚園の改築・

増築費の減などによるものです。平成 （ ）年度は前年度よりも減少したものの、

過去 年間では平成 （ ）年度に次ぐ規模となっています。

その他の経費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

前年度と比べ増加した要因は、まちづくり支援事業の減などによる補助費等の減（△

億 万円）があるものの、土地売払収入を教育施設整備基金へ積み立てたことによ

る積立金の大幅増（ 億 万円）、公営企業会計など他会計への繰出金の増（ 億

万円）などによるものです。

百万円

年度

グラフ－ 歳出決算額の性質別推移 その他の経費

投資的経費

義務的経費

グラフ－ は、平成 （ ）年度の性質別経費の構成比を、特別区平均や全国平均

と比較したものです。

※ 全国平均は平成 （ ）年度の数値を参考に記載したものです｡

義務的経費（人件費、扶助費および公債費の総額）は、特別区平均や全国平均では歳

出経費の約半分（特別区平均＝ ％ 全国平均＝ ％ を占めているのに対し、本

区は ％と低く、容易に削減できない経費の占める割合が低いという点においては、

他団体と比べて弾力性のある財政構造であるといえます。

全国平均

特別区平均

中央区

グラフ－ 性質別経費構成比比較

義務的経費 投資的経費 その他の経費 ％
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平成 （ ）年度の歳出決算額を性質別に見てみます。 グラフ－９

義務的経費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

前年度と比べ増加した要因は、退職手当の減などによる人件費の減（△ 億 万円）

があるものの、子ども・子育て支援給付の増などによる扶助費の増（ 億 万円）、

平成 （ ）年度に発行した特別区債の元金償還開始などによる公債費の増（

万円）などによるものです。

投資的経費 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

前年度と比べ減少した要因は、市街地再開発事業助成の減、小学校・幼稚園の改築・

増築費の減などによるものです。平成 （ ）年度は前年度よりも減少したものの、

過去 年間では平成 （ ）年度に次ぐ規模となっています。

その他の経費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

前年度と比べ増加した要因は、まちづくり支援事業の減などによる補助費等の減（△

億 万円）があるものの、土地売払収入を教育施設整備基金へ積み立てたことによ

る積立金の大幅増（ 億 万円）、公営企業会計など他会計への繰出金の増（ 億

万円）などによるものです。

百万円

年度

グラフ－ 歳出決算額の性質別推移 その他の経費

投資的経費

義務的経費

グラフ－ は、平成 （ ）年度の性質別経費の構成比を、特別区平均や全国平均

と比較したものです。

※ 全国平均は平成 （ ）年度の数値を参考に記載したものです｡

義務的経費（人件費、扶助費および公債費の総額）は、特別区平均や全国平均では歳

出経費の約半分（特別区平均＝ ％ 全国平均＝ ％ を占めているのに対し、本

区は ％と低く、容易に削減できない経費の占める割合が低いという点においては、

他団体と比べて弾力性のある財政構造であるといえます。

全国平均

特別区平均

中央区

グラフ－ 性質別経費構成比比較

義務的経費 投資的経費 その他の経費 ％
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義務的経費の推移

グラフ－ は、義務的経費の過去 年の推移を表したものです。近年の人口増加など

により福祉サービスを中心とした扶助費が毎年度大きく増え、義務的経費を押し上げ

ていることがわかります。

では、次頁より義務的経費を構成する人件費、扶助費、公債費をそれぞれ見てみま

す。

百万円

年度

グラフ－ 義務的経費の推移 公債費

扶助費

人件費

グラフ－ 義務的経費の推移

○ 人件費

人件費 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－ ）

前年度と比べ減少した要因は、共済組合等負担金の増（ 億 万円）があるものの、

退職者数の減に伴う退職手当の減（△ 億 万円）などによるものです。

歳出総額に占める人件費の割合である「人件費比率」 ％ （ 年度 ％）

（グラフ－ ）

人件費は近年ほぼ横ばいで推移していますが、積立金の大幅な増などにより歳出総額

が増えていることから、人件費比率は、特別区平均を下回りました。

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

人件費

歳出総額
人件費比率　＝　 ×　100

グラフ－ 人件費比率の推移
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義務的経費の推移

グラフ－ は、義務的経費の過去 年の推移を表したものです。近年の人口増加など

により福祉サービスを中心とした扶助費が毎年度大きく増え、義務的経費を押し上げ

ていることがわかります。

では、次頁より義務的経費を構成する人件費、扶助費、公債費をそれぞれ見てみま

す。

百万円

年度

グラフ－ 義務的経費の推移 公債費

扶助費

人件費

グラフ－ 義務的経費の推移

○ 人件費

人件費 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－ ）

前年度と比べ減少した要因は、共済組合等負担金の増（ 億 万円）があるものの、

退職者数の減に伴う退職手当の減（△ 億 万円）などによるものです。

歳出総額に占める人件費の割合である「人件費比率」 ％ （ 年度 ％）

（グラフ－ ）

人件費は近年ほぼ横ばいで推移していますが、積立金の大幅な増などにより歳出総額

が増えていることから、人件費比率は、特別区平均を下回りました。

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

人件費

歳出総額
人件費比率　＝　 ×　100

グラフ－ 人件費比率の推移
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○ 扶助費

扶助費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

前年度と比べ増加した要因は、臨時福祉給付金の減（△ 万円）などがあるもの

の、保育所施設型給付をはじめとする子ども・子育て支援給付の増（ 億 万円）、

私立保育所に対する助成の増（ 億 万円）などによるものです。

なお、扶助費は人口増加に加え、待機児童対策などの子育て施策、高齢者サービスの

充実などにより、平成 年度以降は毎年過去最高を更新し続けています。

歳出総額に占める扶助費の割合である「扶助費比率」 ％（ 年度 ％）

（グラフ－ ）

扶助費比率については、平成 （ ）年度は、特別区平均は ポイント増加して

います。本区は、扶助費が増加したものの歳出総額も増加したため、 ポイントの増

加にとどまりました。

なお、中央区の比率が特別区平均よりも低いのは、本区は人口に占める生活保護受給

者の割合（保護率）が、他区に比べて低い（本区＝ ‰ 特別区平均＝ ‰）ことが

要因のひとつとして考えられます。

※ ‰ ﾊﾟｰﾐﾙ ＝千分率

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

グラフ－ 扶助費比率の推移

○ 公債費

公債費 億 万円 対前年度比 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

普通会計では減債基金への積立金は公債費とされており、平成 （ ）年度に発行

した有馬小学校・幼稚園建物分の特別区債償還額相当分（ 万円）を新たに積み立

てたことが主な増要因です。

公債費に充てられた一般財源が、

一般財源総額に占める割合「公債費負担比率」 ％（ 年度 ％）

（グラフ－ ）

公債費負担比率の過去 年の推移を見ますと、平成 （ ）年度は ％に上昇し、

平成 （ ）年度も公債費は増となりましたが、一般財源総額が大きく増となったこ

とにより、 ％に減少しました。

全国平均および特別区平均と比べ、公債費の負担が依然として少ないことがわかりま

す。

※ 全国平均は平成 年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

％

年度

グラフ－ 公債費負担比率の推移 全国平均

特別区平均

中央区

グラフ－ 公債費負担比率の推移
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○ 扶助費

扶助費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

前年度と比べ増加した要因は、臨時福祉給付金の減（△ 万円）などがあるもの

の、保育所施設型給付をはじめとする子ども・子育て支援給付の増（ 億 万円）、

私立保育所に対する助成の増（ 億 万円）などによるものです。

なお、扶助費は人口増加に加え、待機児童対策などの子育て施策、高齢者サービスの

充実などにより、平成 年度以降は毎年過去最高を更新し続けています。

歳出総額に占める扶助費の割合である「扶助費比率」 ％（ 年度 ％）

（グラフ－ ）

扶助費比率については、平成 （ ）年度は、特別区平均は ポイント増加して

います。本区は、扶助費が増加したものの歳出総額も増加したため、 ポイントの増

加にとどまりました。

なお、中央区の比率が特別区平均よりも低いのは、本区は人口に占める生活保護受給

者の割合（保護率）が、他区に比べて低い（本区＝ ‰ 特別区平均＝ ‰）ことが

要因のひとつとして考えられます。

※ ‰ ﾊﾟｰﾐﾙ ＝千分率

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

グラフ－ 扶助費比率の推移

○ 公債費

公債費 億 万円 対前年度比 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

普通会計では減債基金への積立金は公債費とされており、平成 （ ）年度に発行

した有馬小学校・幼稚園建物分の特別区債償還額相当分（ 万円）を新たに積み立

てたことが主な増要因です。

公債費に充てられた一般財源が、

一般財源総額に占める割合「公債費負担比率」 ％（ 年度 ％）

（グラフ－ ）

公債費負担比率の過去 年の推移を見ますと、平成 （ ）年度は ％に上昇し、

平成 （ ）年度も公債費は増となりましたが、一般財源総額が大きく増となったこ

とにより、 ％に減少しました。

全国平均および特別区平均と比べ、公債費の負担が依然として少ないことがわかりま

す。

※ 全国平均は平成 年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています。

％

年度

グラフ－ 公債費負担比率の推移 全国平均

特別区平均

中央区

グラフ－ 公債費負担比率の推移
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投資的経費の状況

投資的経費 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－ ）

前年度と比べ減少した要因は、豊海小学校をはじめとする小学校・幼稚園の改築・増

築費の減（△ 億 万円）、市街地再開発事業助成の減（△ 億 万円）、認知

症高齢者グループホーム等「優っくり村中央湊」の整備費の皆減（△ 億 万円）

などによるものです。

グラフ－ をみると、投資的経費はその年度により大きく変動する経費であることが

わかります。

平成 （ ）年度は前年度に比べ、大きく減少しています。しかし、平成 （ ）

年以降引き続く人口増に加え、東京 大会後には、選手村が住宅に転用されることに

より、さらなる人口増が見込まれることから、晴海地区に新たな小・中学校や特別出張

所、保健センターなどの施設整備を予定しています。また、既存施設の更新も課題とな

っており、引き続き投資的経費の負担が大きくなると予測されます。

百万円

年度

グラフ－ 投資的経費の推移 投資的経費

区施設の整備等

他団体等への助成

グラフ－ 投資的経費の推移

その他の経費の状況

その他の経費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

（主な内訳）

物 件 費 億 万円 対前年度比 億 万円増 （ ％増）

維持補修費 億 万円 対前年度比 万円減 （ ％減）

補 助 費 等 億 万円 対前年度比 億 万円減 （ ％減）

積 立 金 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

貸 付 金 億 万円 対前年度比 万円減 （ ％減）

繰 出 金 億 万円 対前年度比 億 万円増 （ ％増）

前年度と比べて増加した要因は、まちづくり支援事業の減（△ 億 万円）などに

より補助費等が 億 万円（△ ％）の減となったものの、公営企業会計など他会

計への繰出金が 億 万円（ ％）の増となったことに加え、土地売払収入を基金

へ積み立てたため、積立金が 億 万円（ ％）もの増となったことによるも

のです。

※ 物件費は、需用費（消耗品費 印刷製本費 光熱水費 燃料費 修繕料など）､役務費（通信運搬

費 広告料 手数料など）、委託料、使用料及び賃借料（不動産や自動車の借上料 会場使用料な

ど）、備品購入費（机･保管庫などの購入費）などの経費です。

補助費等は、報償費（講師等の謝礼 原稿料など）､負担金補助及び交付金（各種協議会や講習

会等の分担金･会費 公共工事等の負担金 法令等に基づく補助金など）、公課費（自動車重量税

など）などの経費です。

その他は、繰出金（特別会計への繰出など）、貸付金（各種資金の貸付）などの経費です。

百万円

年度

グラフ－ その他の経費の推移

物件費
維持補修費
補助費等
積立金
その他

グラフ－ その他の経費の推移
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投資的経費の状況

投資的経費 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－ ）

前年度と比べ減少した要因は、豊海小学校をはじめとする小学校・幼稚園の改築・増

築費の減（△ 億 万円）、市街地再開発事業助成の減（△ 億 万円）、認知

症高齢者グループホーム等「優っくり村中央湊」の整備費の皆減（△ 億 万円）

などによるものです。

グラフ－ をみると、投資的経費はその年度により大きく変動する経費であることが

わかります。

平成 （ ）年度は前年度に比べ、大きく減少しています。しかし、平成 （ ）

年以降引き続く人口増に加え、東京 大会後には、選手村が住宅に転用されることに

より、さらなる人口増が見込まれることから、晴海地区に新たな小・中学校や特別出張

所、保健センターなどの施設整備を予定しています。また、既存施設の更新も課題とな

っており、引き続き投資的経費の負担が大きくなると予測されます。

百万円

年度

グラフ－ 投資的経費の推移 投資的経費

区施設の整備等

他団体等への助成

グラフ－ 投資的経費の推移

その他の経費の状況

その他の経費 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

（主な内訳）

物 件 費 億 万円 対前年度比 億 万円増 （ ％増）

維持補修費 億 万円 対前年度比 万円減 （ ％減）

補 助 費 等 億 万円 対前年度比 億 万円減 （ ％減）

積 立 金 億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

貸 付 金 億 万円 対前年度比 万円減 （ ％減）

繰 出 金 億 万円 対前年度比 億 万円増 （ ％増）

前年度と比べて増加した要因は、まちづくり支援事業の減（△ 億 万円）などに

より補助費等が 億 万円（△ ％）の減となったものの、公営企業会計など他会

計への繰出金が 億 万円（ ％）の増となったことに加え、土地売払収入を基金

へ積み立てたため、積立金が 億 万円（ ％）もの増となったことによるも

のです。

※ 物件費は、需用費（消耗品費 印刷製本費 光熱水費 燃料費 修繕料など）､役務費（通信運搬

費 広告料 手数料など）、委託料、使用料及び賃借料（不動産や自動車の借上料 会場使用料な

ど）、備品購入費（机･保管庫などの購入費）などの経費です。

補助費等は、報償費（講師等の謝礼 原稿料など）､負担金補助及び交付金（各種協議会や講習

会等の分担金･会費 公共工事等の負担金 法令等に基づく補助金など）、公課費（自動車重量税

など）などの経費です。

その他は、繰出金（特別会計への繰出など）、貸付金（各種資金の貸付）などの経費です。

百万円

年度

グラフ－ その他の経費の推移

物件費
維持補修費
補助費等
積立金
その他

グラフ－ その他の経費の推移
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４　一万円の使われ方 と その財源

 (1)　目的別

　　　　区の財政を身近に感じていただくために、平成29（2017）年度の歳出経費が「どのよ

　　　うな目的」に「どれほどの金額」が使われているかを、一万円に換算して表しました。

　　　　民生費が 2,867円と一番多く、次いで教育費の2,775円、土木費の2,176円となってい

　　　ます。

　　　　総務費や民生費などの目的別の事業内容や、その財源として「区民の皆さんの税金」

　　　「区の貯金」「施設の使用料」などが「どれくらい」使われているかを、次ページ以降

　　　に表しました。

《一万円の内訳》

　　○　議会費 ＝ ５９円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 議会運営 など

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　総務費 ＝ １，０２９円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 会計管理　決算調製　資金管理 など

 監　査

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

 機構･組織　本庁舎等　生活安全　文書･情報公開
 人事･研修　契約･財産管理　税務 など

51円

1円

12円

 企画調整･計画　財政計画･予算編成　広報･広聴
 情報処理システム　オリンピック・パラリンピック関連 など

8円

20円

－

－

企 画 費企 画 部

総 務 費

－ －

－

区 議 会 議 会 局 議 会 費

総 務 部

特
定
財
源

一
般
財
源

 選　挙

－

会 計 室

監 査 事 務 局

選挙管理委員会
事 務 局

189円

区 民 部

一
般
財
源

260円

321円

38円

129円

特
定
財
源

－

3円

16円

－

30円

10円

 戸籍･住民票･外国人登録　特別出張所　統計調査
 区民施設　コミュニティ施策　大江戸まつり　平和事業 など

総 務 費

区 民 費
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４　一万円の使われ方 と その財源

 (1)　目的別

　　　　区の財政を身近に感じていただくために、平成29（2017）年度の歳出経費が「どのよ

　　　うな目的」に「どれほどの金額」が使われているかを、一万円に換算して表しました。

　　　　民生費が 2,867円と一番多く、次いで教育費の2,775円、土木費の2,176円となってい

　　　ます。

　　　　総務費や民生費などの目的別の事業内容や、その財源として「区民の皆さんの税金」

　　　「区の貯金」「施設の使用料」などが「どれくらい」使われているかを、次ページ以降

　　　に表しました。

《一万円の内訳》

　　○　議会費 ＝ ５９円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 議会運営 など

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　総務費 ＝ １，０２９円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 会計管理　決算調製　資金管理 など

 監　査

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

 機構･組織　本庁舎等　生活安全　文書･情報公開
 人事･研修　契約･財産管理　税務 など

51円

1円

12円

 企画調整･計画　財政計画･予算編成　広報･広聴
 情報処理システム　オリンピック・パラリンピック関連 など

8円

20円

－

－

企 画 費企 画 部

総 務 費

－ －

－

区 議 会 議 会 局 議 会 費

総 務 部

特
定
財
源

一
般
財
源

 選　挙

－

会 計 室

監 査 事 務 局

選挙管理委員会
事 務 局

189円

区 民 部

一
般
財
源

260円

321円

38円

129円

特
定
財
源

－

3円

16円

－

30円

10円

 戸籍･住民票･外国人登録　特別出張所　統計調査
 区民施設　コミュニティ施策　大江戸まつり　平和事業 など

総 務 費

区 民 費
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　　○　民生費 ＝ ２，８６７円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　衛生費 ＝ ６１７円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

71円

355円

 健康診査･がん検診　歯科健診　公害補償　環境衛生　食品衛生
 動物愛護　母子保健　医事･薬事　感染症･結核･生活習慣病予防
 保健所･保健センター など

福 祉 保 健 部

 環境保全･美化　自然保護　公害規制･対策　清掃事業
 リサイクル推進　清掃事務所･リサイクルハウス 公衆便所 など

64円

一
般
財
源

489円

一
般
財
源

特
定
財
源

福 祉 保 健 部

環 境 土 木 部

特
定
財
源

21円

242円

22円

 児童福祉　ひとり親家庭福祉　保育園･児童館
 子ども家庭支援センター　生活保護　障害者福祉　福祉センター
 高齢者福祉　敬老館･シニアセンター　国民年金 など

福 祉 保 健 費

65円

918円

604円

177円

104円

71円

59円

福 祉 保 健 費

環 境 土 木 費

2円

59円

144円

17円

　　○　労働費 ＝ １８円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 勤労者サービス公社への助成

 シルバー人材センターへの助成

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　農林水産業費 ＝ ５円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 中央区の森

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　商工費 ＝ ３２２円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

－ －

1円

1円

19円

27円

2円

37円

6円

3円

一
般
財
源

特
定
財
源

一
般
財
源

福 祉 保 健 部

区 民 部

環 境 土 木 部

特
定
財
源

区 民 部

一
般
財
源

－

－

特
定
財
源

福 祉 保 健 費

1円

4円

3円

－

環 境 土 木 費

－

1円

－

179円

－

46円

区 民 費

－

5円

－ －

5円

－

－

3円

区 民 費

1円

1円

－

 消費生活　産業･商店街振興　観光事業　中小企業振興
 商工業融資　産業会館　ハイテクセンター など

－

－
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　　○　民生費 ＝ ２，８６７円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　衛生費 ＝ ６１７円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

71円

355円

 健康診査･がん検診　歯科健診　公害補償　環境衛生　食品衛生
 動物愛護　母子保健　医事･薬事　感染症･結核･生活習慣病予防
 保健所･保健センター など

福 祉 保 健 部

 環境保全･美化　自然保護　公害規制･対策　清掃事業
 リサイクル推進　清掃事務所･リサイクルハウス 公衆便所 など

64円

一
般
財
源

489円

一
般
財
源

特
定
財
源

福 祉 保 健 部

環 境 土 木 部

特
定
財
源

21円

242円

22円

 児童福祉　ひとり親家庭福祉　保育園･児童館
 子ども家庭支援センター　生活保護　障害者福祉　福祉センター
 高齢者福祉　敬老館･シニアセンター　国民年金 など

福 祉 保 健 費

65円

918円

604円

177円

104円

71円

59円

福 祉 保 健 費

環 境 土 木 費

2円

59円

144円

17円

　　○　労働費 ＝ １８円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 勤労者サービス公社への助成

 シルバー人材センターへの助成

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　農林水産業費 ＝ ５円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 中央区の森

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　商工費 ＝ ３２２円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

－ －

1円

1円

19円

27円

2円

37円

6円

3円

一
般
財
源

特
定
財
源

一
般
財
源

福 祉 保 健 部

区 民 部

環 境 土 木 部

特
定
財
源

区 民 部

一
般
財
源

－

－

特
定
財
源

福 祉 保 健 費

1円

4円

3円

－

環 境 土 木 費

－

1円

－

179円

－

46円

区 民 費

－

5円

－ －

5円

－

－

3円

区 民 費

1円

1円

－

 消費生活　産業･商店街振興　観光事業　中小企業振興
 商工業融資　産業会館　ハイテクセンター など

－

－
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　　○　土木費 ＝ ２，１７６円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　消防費 ＝ ４５円
　 ※ 消防は東京都の事務ですが、ここでは防災対策などの事務が該当します。

<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 防災対策

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

特
定
財
源

75円

36円

937円

環 境 土 木 費

－

総 務 費

114円

244円

 道路等の占用　屋外広告物許可　不法占用監察　違法駐車対策
 交通安全対策　駐輪場　道路の維持･整備　橋の維持･整備
 電線共同溝　公園等の維持･整備　河川維持　緑化施策 など

一
般
財
源

環 境 土 木 部

121円

都 市 整 備 部

一
般
財
源

総 務 部

特
定
財
源

2円

177円

171円

 都市計画　相隣調整　地区計画　市街地開発指導　区民住宅
 住宅施策　建築指導　など

環 境 土 木 部

301円

－

 防潮堤の整備

9円

15円

－ －

1円

都 市 整 備 費

12円

6円

－

－

環 境 土 木 費

　　○　教育費 ＝ ２，７７５円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　公債費 ＝ ８７円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 特別区債の償還

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　合　計 ＝ １０，０００円
<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

39円

－

30円

523円

特
定
財
源

17円

教 育 委 員 会

19円

－

892円

358円

一
般
財
源

特
定
財
源

3円

－

290円

2,412円

－

一
般
財
源

12円

公 債 費

－

企 画 部

1,953円

284円

1,418円

特
定
財
源

178円

1,949円

105円

－

547円

24円

100円

969円

18円

－

－

区 民 部
 生涯学習　青少年の健全育成　社会教育会館　スポーツ振興
 体育施設・運動場 など

一
般
財
源

722円

区 民 費

 教育行政の企画･調整　学校･幼稚園施設　就学　学級編制
 校外学園　養護学園　学校保健　学校安全　給食　文化財の保護
 郷土天文館　図書館 など

教 育 費
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　　○　土木費 ＝ ２，１７６円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　消防費 ＝ ４５円
　 ※ 消防は東京都の事務ですが、ここでは防災対策などの事務が該当します。

<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 防災対策

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

特
定
財
源

75円

36円

937円

環 境 土 木 費

－

総 務 費

114円

244円

 道路等の占用　屋外広告物許可　不法占用監察　違法駐車対策
 交通安全対策　駐輪場　道路の維持･整備　橋の維持･整備
 電線共同溝　公園等の維持･整備　河川維持　緑化施策 など

一
般
財
源

環 境 土 木 部

121円

都 市 整 備 部

一
般
財
源

総 務 部

特
定
財
源

2円

177円

171円

 都市計画　相隣調整　地区計画　市街地開発指導　区民住宅
 住宅施策　建築指導　など

環 境 土 木 部

301円

－

 防潮堤の整備

9円

15円

－ －

1円

都 市 整 備 費

12円

6円

－

－

環 境 土 木 費

　　○　教育費 ＝ ２，７７５円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　公債費 ＝ ８７円
<担当部局>  <主な事業内容> <区の科目>

 特別区債の償還

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　合　計 ＝ １０，０００円
<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

39円

－

30円

523円

特
定
財
源

17円

教 育 委 員 会

19円

－

892円

358円

一
般
財
源

特
定
財
源

3円

－

290円

2,412円

－

一
般
財
源

12円

公 債 費

－

企 画 部

1,953円

284円

1,418円

特
定
財
源

178円

1,949円

105円

－

547円

24円

100円

969円

18円

－

－

区 民 部
 生涯学習　青少年の健全育成　社会教育会館　スポーツ振興
 体育施設・運動場 など

一
般
財
源

722円

区 民 費

 教育行政の企画･調整　学校･幼稚園施設　就学　学級編制
 校外学園　養護学園　学校保健　学校安全　給食　文化財の保護
 郷土天文館　図書館 など

教 育 費
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 (2)　性質別

　　○　人件費(←義務的経費) ＝ １，４４９円
<主な内容>

 人に伴う経費(職員の給料･各種手当　区議会議員等の報酬　附属機関構成員の報酬 など)

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　扶助費(←義務的経費) ＝ １，４５１円
<主な内容>

 生活保護法･児童福祉法･老人福祉法などの法律等に基づき被扶助者に直接支給される経費

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　公債費(←義務的経費) ＝ ８７円
<主な内容>

 特別区債の元金と利金の償還費

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

2円

29円

245円

104円

41円

一
般
財
源

445円

特
定
財
源

52円

361円

5円

179円

198円

－

144円

69円

666円

3円

12円

24円

一
般
財
源

30円

特
定
財
源

－ －

－ －

18円

－

－

98円

特
定
財
源

－

一
般
財
源

－

－

262円

－ －

　　○　投資的経費 ＝ ２，５２７円
<主な内容>

 施設の整備･改修･改築経費　道路･橋･公園等の整備費

 土地･建物の取得費 など

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　その他の経費 ＝ ４，４８６円
<主な内容>

 需用費 <光熱水費, 消耗品費, 印刷費 など>

 委託料 <調査委託料, 建物等管理委託料, 事務処理委託料 など>

 使用料及び賃借料 <有料道路代, 建物･会場･機器の賃借料 など>

 その他 <臨時職員賃金, 旅費, 郵便料･電話料, 備品購入費 など>

 施設等の維持補修費

 負担金, 補助金, 報償費, 保険料 など

 基金への積立金

 商工業融資資金貸付金, 応急小口資金貸付金 など

 特別会計<国民健康保険事業会計,介護保険事業会計

 後期高齢者医療会計>等への繰出金

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　 (83円)

(1,530円)

 貸 付 金

　(667円)

  (120円)

 物 件 費　 (1,637円)

 維持補修費

　(449円) 繰 出 金

 普 通 建 設 事 業 費

 補助費等

 積 立 金

323円

235円
特
定
財
源

139円

184円

146円

497円

一
般
財
源

1,236円

726円

1,000円

1,007円

370円

－

456円

268円

39円
特
定
財
源

一
般
財
源

54円

150円

183円

－
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 (2)　性質別

　　○　人件費(←義務的経費) ＝ １，４４９円
<主な内容>

 人に伴う経費(職員の給料･各種手当　区議会議員等の報酬　附属機関構成員の報酬 など)

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　扶助費(←義務的経費) ＝ １，４５１円
<主な内容>

 生活保護法･児童福祉法･老人福祉法などの法律等に基づき被扶助者に直接支給される経費

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　公債費(←義務的経費) ＝ ８７円
<主な内容>

 特別区債の元金と利金の償還費

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

2円

29円

245円

104円

41円

一
般
財
源

445円

特
定
財
源

52円

361円

5円

179円

198円

－

144円

69円

666円

3円

12円

24円

一
般
財
源

30円

特
定
財
源

－ －

－ －

18円

－

－

98円

特
定
財
源

－

一
般
財
源

－

－

262円

－ －

　　○　投資的経費 ＝ ２，５２７円
<主な内容>

 施設の整備･改修･改築経費　道路･橋･公園等の整備費

 土地･建物の取得費 など

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　　○　その他の経費 ＝ ４，４８６円
<主な内容>

 需用費 <光熱水費, 消耗品費, 印刷費 など>

 委託料 <調査委託料, 建物等管理委託料, 事務処理委託料 など>

 使用料及び賃借料 <有料道路代, 建物･会場･機器の賃借料 など>

 その他 <臨時職員賃金, 旅費, 郵便料･電話料, 備品購入費 など>

 施設等の維持補修費

 負担金, 補助金, 報償費, 保険料 など

 基金への積立金

 商工業融資資金貸付金, 応急小口資金貸付金 など

 特別会計<国民健康保険事業会計,介護保険事業会計

 後期高齢者医療会計>等への繰出金

<財源の内訳> <金額>  <構成比>

特 別 区 民 税

特別区たばこ税

地方消費税交付金(＝消費税)

特別区財政調整交付金(＝固定資産税, 市町村民税法人分 等)

その他(＝自動車重量税･取得税, 利子割･配当割 等)

基金繰入金(＝貯金の取崩)

国庫･都支出金(＝国や都からの補助金 等)

使用料･手数料

その他(＝区財産の売却･運用収入, 寄附金, 諸収入 等)

　 (83円)

(1,530円)

 貸 付 金

　(667円)

  (120円)

 物 件 費　 (1,637円)

 維持補修費

　(449円) 繰 出 金

 普 通 建 設 事 業 費

 補助費等

 積 立 金

323円

235円
特
定
財
源

139円

184円

146円

497円

一
般
財
源

1,236円

726円

1,000円

1,007円

370円

－

456円

268円

39円
特
定
財
源

一
般
財
源

54円

150円

183円

－
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実質収支額

標準財政規模

実質収支比率　＝　 ×　100

５ 財政指標から見た区財政

  実質収支比率

実質収支比率 ％ 年度 ％ （グラフ－ ）

実質的な収支が赤字であるか黒字であるかは、地方公共団体の財政運営の状況を判断

する重要なポイントです。

実質収支比率は、一般財源（特別区民税、特別区財政調整交付金など）をベースとし

た標準的な財政規模（標準財政規模）に対して、その黒字または赤字額がどの程度あっ

たか、その割合をみるものです。

この比率は、一般的には ～ ％の比率が適当であると言われています。本区において

は、 年連続で適正水準の範囲となりました。

平成 （ ）年度は対前年度比で ポイントの減となりましたが、これは分母と

なる標準財政規模が増加したことに加え、分子となる実質収支額が減少したことによる

ものです。

％

年度

グラフ－ 実質収支比率比較 全国平均
特別区平均
都心４区平均
中央区

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています｡

グラフ－ 実質収支比率の推移

経常的経費充当一般財源

経常一般財源総額

経常収支比率　＝　 ×　100

経常収支比率

経常収支比率 ％ 年度 ％ （グラフ－ ）

経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費のように、容易に削減できない義務的な経

費や経常的な事業に要する経費に、特別区税、特別区財政調整交付金、地方消費税交付

金、地方譲与税等の経常的な一般財源が、どの程度充当されているかを見ることによっ

て、財政構造の弾力性を測定しようとするものです。

したがって、この比率が高いほど、新たな区民ニーズに対し的確かつ迅速に対応でき

る余地が少なくなり、財政が硬直化しているということになります。

なお、バランスのとれた財政運営を行うには、臨時的経費に充当する一般財源を ～

％程度確保しておくことが望ましいという考え方から、経常収支比率の適正な水準は

一般的に ～ ％といわれています。本区においては、 年連続で適正水準の範囲とな

りました。

前年度に比べ ポイント減少した要因は、分子となる経常的経費充当一般財源が、

子ども・子育て支援給付などの扶助費や物件費の増などにより増加したものの、分母と

なる経常一般財源が、特別区税や特別区財政調整交付金の増などにより分子の増加を上

回る率で増加したことによるものです。

また、経常収支比率を、本区を含む都心４区平均および特別区平均と比較してみます

と、数値の違いはあるもののほぼ同様な推移であることがわかります。

％

年度

グラフ－ 経常収支比率比較 全国平均
特別区平均
都心４区平均
中央区

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています｡

グラフ－ 経常収支比率の推移

平成30（2018）年度　中央区財政白書 - 34 -



実質収支額

標準財政規模

実質収支比率　＝　 ×　100

５ 財政指標から見た区財政

  実質収支比率

実質収支比率 ％ 年度 ％ （グラフ－ ）

実質的な収支が赤字であるか黒字であるかは、地方公共団体の財政運営の状況を判断

する重要なポイントです。

実質収支比率は、一般財源（特別区民税、特別区財政調整交付金など）をベースとし

た標準的な財政規模（標準財政規模）に対して、その黒字または赤字額がどの程度あっ

たか、その割合をみるものです。

この比率は、一般的には ～ ％の比率が適当であると言われています。本区において

は、 年連続で適正水準の範囲となりました。

平成 （ ）年度は対前年度比で ポイントの減となりましたが、これは分母と

なる標準財政規模が増加したことに加え、分子となる実質収支額が減少したことによる

ものです。

％

年度

グラフ－ 実質収支比率比較 全国平均
特別区平均
都心４区平均
中央区

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています｡

グラフ－ 実質収支比率の推移

経常的経費充当一般財源

経常一般財源総額

経常収支比率　＝　 ×　100

経常収支比率

経常収支比率 ％ 年度 ％ （グラフ－ ）

経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費のように、容易に削減できない義務的な経

費や経常的な事業に要する経費に、特別区税、特別区財政調整交付金、地方消費税交付

金、地方譲与税等の経常的な一般財源が、どの程度充当されているかを見ることによっ

て、財政構造の弾力性を測定しようとするものです。

したがって、この比率が高いほど、新たな区民ニーズに対し的確かつ迅速に対応でき

る余地が少なくなり、財政が硬直化しているということになります。

なお、バランスのとれた財政運営を行うには、臨時的経費に充当する一般財源を ～

％程度確保しておくことが望ましいという考え方から、経常収支比率の適正な水準は

一般的に ～ ％といわれています。本区においては、 年連続で適正水準の範囲とな

りました。

前年度に比べ ポイント減少した要因は、分子となる経常的経費充当一般財源が、

子ども・子育て支援給付などの扶助費や物件費の増などにより増加したものの、分母と

なる経常一般財源が、特別区税や特別区財政調整交付金の増などにより分子の増加を上

回る率で増加したことによるものです。

また、経常収支比率を、本区を含む都心４区平均および特別区平均と比較してみます

と、数値の違いはあるもののほぼ同様な推移であることがわかります。

％

年度

グラフ－ 経常収支比率比較 全国平均
特別区平均
都心４区平均
中央区

※ 全国平均は平成 （ ）年度のデータがないため平成 （ ）年度までを示しています｡

グラフ－ 経常収支比率の推移
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財政健全化法４指標

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律 平成 年法律第 号 」により、前年度

決算に基づく健全化判断比率「４指標」とその算定の基礎となる事項を監査委員の審査

に付し、その意見を付けて議会に報告した上で区民に公表することが義務付けられてい

ます。

また、これらの比率が「早期健全化基準」や「財政再生基準」以上の場合には、それ

ぞれ「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定する義務が生じます。

本区の平成 （ ）年度決算による４指標の値は次の表のとおりで、いずれも健全

な状況にあることを示しています。

※1　一般会計等には、公営事業会計を除いた特別会計が含まれますが、本区では該当する特別会計が存在

　　 しないため、一般会計と一般会計等は同じ範囲となります。

※2　本区における第三セクター等には、(一財)中央区都市整備公社、(公財)中央区勤労者サービス公社、

　　 (福)中央区社会福祉協議会、(公社)中央区シルバー人材センター、日本橋プラザ(株)が該当します。

※2　　地方公社・第三セクター等　

公営企業

健 全 化 判 断 比 率 等 の 対 象

会計　　

地

方

公

共

団

体

一部事務組合・広域連合

特別会計

※1

資
金
不
足

　
　
比
率

一般会計
一般会計等

公営企業会計

ごとに算定

会計　　

公営事業
うち　　

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

実
質
赤
字
比
率

健　全　化　判　断　比　率　
(単位：％)

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ － － 
(△3.46) (△5.08) (△94.2)

 早期健全化基準

 財政再生基準

(単位：千円)

平成29年度決算による値

 標準財政規模
うち臨時財政対策債発行可能額

(負数の表示は「赤字でない」ことを表します。)

○ 実質赤字比率

一般会計等における実質赤字の比率で、本区の平成 （ ）年度の実質収支は黒字

であるため、実質赤字比率は負の値（△ ）となり、「－」表記します。

この比率を前年度（△ ）と比較すると、 ポイント増加しています。これは、

一般会計等の実質赤字額のマイナス幅が減少したことなどによるものです。

一般会計等の実質赤字額
実質赤字比率 ＝ ×

標準財政規模

(単位：千円)

会 計 名 実質赤字額

 一般会計等 △1,739,948

 標準財政規模

○ 連結実質赤字比率

すべての会計での実質赤字の比率で、本区の平成 （ ）年度の実質収支は黒字で

あるため、連結実質赤字比率は負の値（△ ）となり、「－」表記します。

この比率を前年度（△ ）と比較すると、 ポイント減少しています。これは、

特別会計の実質赤字額のマイナス幅が増加したことによるものです。

全会計の実質赤字額
連結実質赤字比率 ＝ ×

標準財政規模

(単位：千円)

会 計 名 実質赤字額

 一般会計等 △1,739,948

 国民健康保険事業会計 △482,095

 介護保険事業会計 △278,482

 後期高齢者医療会計 △48,790

合 計 △2,549,315

 標準財政規模

※　実質赤字とは実質収支が赤字の場合の当該額の正数表示です。

　　本区は黒字のため、実質赤字額は「マイナス表示」されます。

※　実質赤字とは実質収支が赤字の場合の当該額の正数表示です。

　　本区は黒字のため、実質赤字額は「マイナス表示」されます。
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財政健全化法４指標

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律 平成 年法律第 号 」により、前年度

決算に基づく健全化判断比率「４指標」とその算定の基礎となる事項を監査委員の審査

に付し、その意見を付けて議会に報告した上で区民に公表することが義務付けられてい

ます。

また、これらの比率が「早期健全化基準」や「財政再生基準」以上の場合には、それ

ぞれ「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定する義務が生じます。

本区の平成 （ ）年度決算による４指標の値は次の表のとおりで、いずれも健全

な状況にあることを示しています。

※1　一般会計等には、公営事業会計を除いた特別会計が含まれますが、本区では該当する特別会計が存在

　　 しないため、一般会計と一般会計等は同じ範囲となります。

※2　本区における第三セクター等には、(一財)中央区都市整備公社、(公財)中央区勤労者サービス公社、

　　 (福)中央区社会福祉協議会、(公社)中央区シルバー人材センター、日本橋プラザ(株)が該当します。

※2　　地方公社・第三セクター等　

公営企業

健 全 化 判 断 比 率 等 の 対 象

会計　　

地

方

公

共

団

体

一部事務組合・広域連合

特別会計

※1

資
金
不
足

　
　
比
率

一般会計
一般会計等

公営企業会計

ごとに算定

会計　　

公営事業
うち　　

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

実
質
赤
字
比
率

健　全　化　判　断　比　率　
(単位：％)

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ － － 
(△3.46) (△5.08) (△94.2)

 早期健全化基準

 財政再生基準

(単位：千円)

平成29年度決算による値

 標準財政規模
うち臨時財政対策債発行可能額

(負数の表示は「赤字でない」ことを表します。)

○ 実質赤字比率

一般会計等における実質赤字の比率で、本区の平成 （ ）年度の実質収支は黒字

であるため、実質赤字比率は負の値（△ ）となり、「－」表記します。

この比率を前年度（△ ）と比較すると、 ポイント増加しています。これは、

一般会計等の実質赤字額のマイナス幅が減少したことなどによるものです。

一般会計等の実質赤字額
実質赤字比率 ＝ ×

標準財政規模

(単位：千円)

会 計 名 実質赤字額

 一般会計等 △1,739,948

 標準財政規模

○ 連結実質赤字比率

すべての会計での実質赤字の比率で、本区の平成 （ ）年度の実質収支は黒字で

あるため、連結実質赤字比率は負の値（△ ）となり、「－」表記します。

この比率を前年度（△ ）と比較すると、 ポイント減少しています。これは、

特別会計の実質赤字額のマイナス幅が増加したことによるものです。

全会計の実質赤字額
連結実質赤字比率 ＝ ×

標準財政規模

(単位：千円)

会 計 名 実質赤字額

 一般会計等 △1,739,948

 国民健康保険事業会計 △482,095

 介護保険事業会計 △278,482

 後期高齢者医療会計 △48,790

合 計 △2,549,315

 標準財政規模

※　実質赤字とは実質収支が赤字の場合の当該額の正数表示です。

　　本区は黒字のため、実質赤字額は「マイナス表示」されます。

※　実質赤字とは実質収支が赤字の場合の当該額の正数表示です。

　　本区は黒字のため、実質赤字額は「マイナス表示」されます。
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○ 実質公債費比率

公債費および公債費に準じた経費の比重を示すもので、実質的な公債費に費やした一

般財源の額が標準財政規模に占める割合の３カ年平均を表す指標です。

本区の平成 （ ）年度の実質公債費比率は ％（前年度＝ ％）で、前年度に

比べ ポイント減少しています。

これは、商工業融資等の利子補給の減などに伴い、公債費に準ずる債務負担行為に係

る経費が減少したことなどによるものです。

なお、この数値が ％以上の地方公共団体は、地方債発行が協議制から許可制となり

ます。

 　　　　 満期一括償還　  一部事務組合

 　　　   地方債の１年 　 等発行地方債

 　　　　 当たりの元金    の償還費充当

　　　　  償還金相当額　  相当の負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　総務大臣が定める額標準財政規模 －

＝
実質公債費比率
３カ年平均 ×

総務大臣が
定める額公債費 ＋ ＋ ＋

公債費に準ず
る債務負担行
為に係る経費

一時借入
金の利子

＋ －

(単位：千円)

平成29年度 平成28年度 平成27年度

 公　債　費 (元利償還金) (※1・※2)

 満期一括償還地方債の1年当たりの元金償還金相当額 (※3)

 一部事務組合等発行地方債の償還費充当相当 (公債費) の負担金

 特別区人事・厚生事務組合

 東京二十三区清掃一部事務組合

 公債費に準ずる債務負担行為に係る経費

「相生の里」建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

 人形町保育園等複合施設の建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

「京橋プラザ」建物取得 (割賦)

 障害者支援施設建設費助成

 商工業融資等の利子補給

 一時借入金の利子 (※2)

 標 準 財 政 規 模

 うち臨時財政対策債発行可能額

 総務大臣が定める額 (算入公債費等の額) (※4)

※1　普通会計では、満期一括償還地方債の元金償還相当額 (元金発行額÷償還までの年数) の減債基金への積立額は「公債

　 費」として計上しますが、ここでは当該地方債は別途計上 (※3) するため控除します。

※2　起債前借に係る利子の償還額は「公債費」から控除し、「一時借入金の利子」として計上します。

※3　満期一括償還地方債は、「30年償還」とした場合における年度毎の元金償還相当額を計上します。

※4　地方財政法第5条の3第4項第1号の規定に基づき、総務大臣が定める算入公債費等の額。

計　　算　　式　　の　　各　　項　　目

実質公債費比率

単年度 3カ年平均

平成29年度 0.1％

平成28年度 0.1％

平成27年度 0.0％

0.0％

○ 将来負担比率

地方債残高をはじめとして将来負担すべき実質的な負担を捉えた比率で、本区の平成

（ ）年度における将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回っている

ため負の値（△ ）となり、「－」表記します。

この比率を前年度（△ ）と比較すると、 ポイント減少しています。これは、

教育施設整備基金の増などにより充当可能財源等が増加したことによるものです。

将来負担額 － 充当可能財源等

標準財政規模 － 総務大臣が定める額

×＝将来負担比率

(単位：千円)

 地方債の平成29年度末の元金現在高 (※1)

 公債費に準ずる債務負担行為に基づく平成30年度以降の支出予定額 (※2)

 「相生の里」建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

 人形町保育園等複合施設の建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

 「京橋プラザ」建物取得 (割賦)

 一部事務組合等発行地方債の償還費充当相当 (公債費) の負担金見込額

 特別区人事・厚生事務組合

 東京二十三区清掃一部事務組合

 退職手当負担見込額 (平成29年度末に全職員が普通退職した場合の退職手当総額)

 設立法人の負債額等の負担見込額

 土地開発公社

 第三セクター等

 連 結 実 質 赤 字 額 (※3)

 組合等の連結実質赤字額のうち普通会計での負担見込額 (※4)

※1　普通会計では、満期一括償還地方債の元金償還相当額 (元金発行額÷償還までの年数) の減債基金へ

　 の積立額は「公債費」として計上するため元金現在高から当該額を控除しますが、ここでは純然たる地

　 方債の残高を計上します。

※2　実質公債費比率の算出においては、公債費に準ずる債務負担行為に係る経費として「利子補給」が対

　 象になりますが、将来負担比率の算出では「未確定要素のあるものは対象としない」という考え方から、

　 利子は金利変動等の影響を受けるため対象になりません。　

※3　全会計での実質赤字がないため「0円」となります。

※4　特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合、東京二十三区清掃一部事務組合、東京都後期高齢者医

　 療広域連合のいずれの団体においても実質赤字がないため「0円」となります。

将　　来　　負　　担　　額
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○ 実質公債費比率

公債費および公債費に準じた経費の比重を示すもので、実質的な公債費に費やした一

般財源の額が標準財政規模に占める割合の３カ年平均を表す指標です。

本区の平成 （ ）年度の実質公債費比率は ％（前年度＝ ％）で、前年度に

比べ ポイント減少しています。

これは、商工業融資等の利子補給の減などに伴い、公債費に準ずる債務負担行為に係

る経費が減少したことなどによるものです。

なお、この数値が ％以上の地方公共団体は、地方債発行が協議制から許可制となり

ます。

 　　　　 満期一括償還　  一部事務組合

 　　　   地方債の１年 　 等発行地方債

 　　　　 当たりの元金    の償還費充当

　　　　  償還金相当額　  相当の負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　総務大臣が定める額標準財政規模 －

＝
実質公債費比率
３カ年平均 ×

総務大臣が
定める額公債費 ＋ ＋ ＋

公債費に準ず
る債務負担行
為に係る経費

一時借入
金の利子

＋ －

(単位：千円)

平成29年度 平成28年度 平成27年度

 公　債　費 (元利償還金) (※1・※2)

 満期一括償還地方債の1年当たりの元金償還金相当額 (※3)

 一部事務組合等発行地方債の償還費充当相当 (公債費) の負担金

 特別区人事・厚生事務組合

 東京二十三区清掃一部事務組合

 公債費に準ずる債務負担行為に係る経費

「相生の里」建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

 人形町保育園等複合施設の建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

「京橋プラザ」建物取得 (割賦)

 障害者支援施設建設費助成

 商工業融資等の利子補給

 一時借入金の利子 (※2)

 標 準 財 政 規 模

 うち臨時財政対策債発行可能額

 総務大臣が定める額 (算入公債費等の額) (※4)

※1　普通会計では、満期一括償還地方債の元金償還相当額 (元金発行額÷償還までの年数) の減債基金への積立額は「公債

　 費」として計上しますが、ここでは当該地方債は別途計上 (※3) するため控除します。

※2　起債前借に係る利子の償還額は「公債費」から控除し、「一時借入金の利子」として計上します。

※3　満期一括償還地方債は、「30年償還」とした場合における年度毎の元金償還相当額を計上します。

※4　地方財政法第5条の3第4項第1号の規定に基づき、総務大臣が定める算入公債費等の額。

計　　算　　式　　の　　各　　項　　目

実質公債費比率

単年度 3カ年平均

平成29年度 0.1％

平成28年度 0.1％

平成27年度 0.0％

0.0％

○ 将来負担比率

地方債残高をはじめとして将来負担すべき実質的な負担を捉えた比率で、本区の平成

（ ）年度における将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回っている

ため負の値（△ ）となり、「－」表記します。

この比率を前年度（△ ）と比較すると、 ポイント減少しています。これは、

教育施設整備基金の増などにより充当可能財源等が増加したことによるものです。

将来負担額 － 充当可能財源等

標準財政規模 － 総務大臣が定める額

×＝将来負担比率

(単位：千円)

 地方債の平成29年度末の元金現在高 (※1)

 公債費に準ずる債務負担行為に基づく平成30年度以降の支出予定額 (※2)

 「相生の里」建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

 人形町保育園等複合施設の建物取得および施設運用 (ＰＦＩ事業)

 「京橋プラザ」建物取得 (割賦)

 一部事務組合等発行地方債の償還費充当相当 (公債費) の負担金見込額

 特別区人事・厚生事務組合

 東京二十三区清掃一部事務組合

 退職手当負担見込額 (平成29年度末に全職員が普通退職した場合の退職手当総額)

 設立法人の負債額等の負担見込額

 土地開発公社

 第三セクター等

 連 結 実 質 赤 字 額 (※3)

 組合等の連結実質赤字額のうち普通会計での負担見込額 (※4)

※1　普通会計では、満期一括償還地方債の元金償還相当額 (元金発行額÷償還までの年数) の減債基金へ

　 の積立額は「公債費」として計上するため元金現在高から当該額を控除しますが、ここでは純然たる地

　 方債の残高を計上します。

※2　実質公債費比率の算出においては、公債費に準ずる債務負担行為に係る経費として「利子補給」が対

　 象になりますが、将来負担比率の算出では「未確定要素のあるものは対象としない」という考え方から、

　 利子は金利変動等の影響を受けるため対象になりません。　

※3　全会計での実質赤字がないため「0円」となります。

※4　特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合、東京二十三区清掃一部事務組合、東京都後期高齢者医

　 療広域連合のいずれの団体においても実質赤字がないため「0円」となります。

将　　来　　負　　担　　額
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(単位：千円)

 充 当 可 能 基 金

 財 政 調 整 基 金

 減　債　基　金 (※5)

 そ の 他 特 定 目 的 基 金 (※6)

 施設整備基金

 教育施設整備基金

 まちづくり支援基金

 平 和 基 金

 交通環境改善基金

 森とみどりの基金

 文化振興基金

 ふるさと応援基金

 介護保険給付準備基金

 公共料金支払基金

 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

※5　普通会計では、満期一括償還地方債の元金償還相当額 (元金発行額÷償還までの年数) の減債基金へ

　 の積立額は「公債費」として計上するため、減債基金の残高は「0円」となりますが、 ここでは純然た

　 る減債基金の残高を計上します。

※6　充当可能基金には、特定目的のために設置した基金も積算の対象となります。

(単位：千円)

 総務大臣が定める額 (算入公債費等の額) (※7)

※7　地方財政法第5条の3第4項第1号の規定に基づき､総務大臣が定める算入公債費等の額。

　 　(実質公債費比率の算出における「総務大臣が定める額」と同じ。)

充　　当　　可　　能　　財　　源　　等

＜参考＞ 公営企業の資金不足比率

公営企業を経営する地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

により健全化判断比率「４指標」のほか、「公営企業の資金不足比率」についても公表

することが義務付けられています。

しかしながら、本区は地方財政状況調査における統計上の公営企業（介護サービス事

業、駐車場整備事業 しか存在しないため、該当しません。

その他の指標

区の財政状況を客観的に見る指標の代表的なものが、前述の「経常収支比率」や「財

政健全化法４指標」ですが、その他にも財政力を判断するものなど、各地方公共団体の

財政状況を把握する指標があります。

○ 財政力指数

財政力指数 年度＝

地方公共団体の財政力を判断する理論上の指標で、地方交付税制度上の基準財政収入

額を基準財政需要額で除して求め、決算統計上は直近の カ年度の平均値をいいます。

なお、特別区では都区財政調整制度における基準財政収入額と基準財政需要額を用い

ています。

数値が大きいほど財源に余裕があるとされますが、前述のとおり、あくまでも標準的

団体における標準的な収入と需要を前提とした理論値であるため、この指標の高低をも

ってただちに財政の富裕度を判断することはできません。

なお、「１」を超える団体は、地方交付税（特別区では都区財政調整）制度上の収入

超過団体となります。

基準財政収入額
基準財政需要額

＝
財政力指数
（3カ年平均）

○ 起債依存度

起債依存度 ％ 年度 ％

起債額の歳入総額に占める割合を示すもので、起債の歯止めの一つの目安として用い

られます。

なお、本区の平成 （ ）年度の起債依存度は、起債を行っていないため ％と

なります。

起債額
起債依存度 ＝

歳入総額
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(単位：千円)

 充 当 可 能 基 金

 財 政 調 整 基 金

 減　債　基　金 (※5)

 そ の 他 特 定 目 的 基 金 (※6)

 施設整備基金

 教育施設整備基金

 まちづくり支援基金

 平 和 基 金

 交通環境改善基金

 森とみどりの基金

 文化振興基金

 ふるさと応援基金

 介護保険給付準備基金

 公共料金支払基金

 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

※5　普通会計では、満期一括償還地方債の元金償還相当額 (元金発行額÷償還までの年数) の減債基金へ

　 の積立額は「公債費」として計上するため、減債基金の残高は「0円」となりますが、 ここでは純然た

　 る減債基金の残高を計上します。

※6　充当可能基金には、特定目的のために設置した基金も積算の対象となります。

(単位：千円)

 総務大臣が定める額 (算入公債費等の額) (※7)

※7　地方財政法第5条の3第4項第1号の規定に基づき､総務大臣が定める算入公債費等の額。

　 　(実質公債費比率の算出における「総務大臣が定める額」と同じ。)

充　　当　　可　　能　　財　　源　　等

＜参考＞ 公営企業の資金不足比率

公営企業を経営する地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

により健全化判断比率「４指標」のほか、「公営企業の資金不足比率」についても公表

することが義務付けられています。

しかしながら、本区は地方財政状況調査における統計上の公営企業（介護サービス事

業、駐車場整備事業 しか存在しないため、該当しません。

その他の指標

区の財政状況を客観的に見る指標の代表的なものが、前述の「経常収支比率」や「財

政健全化法４指標」ですが、その他にも財政力を判断するものなど、各地方公共団体の

財政状況を把握する指標があります。

○ 財政力指数

財政力指数 年度＝

地方公共団体の財政力を判断する理論上の指標で、地方交付税制度上の基準財政収入

額を基準財政需要額で除して求め、決算統計上は直近の カ年度の平均値をいいます。

なお、特別区では都区財政調整制度における基準財政収入額と基準財政需要額を用い

ています。

数値が大きいほど財源に余裕があるとされますが、前述のとおり、あくまでも標準的

団体における標準的な収入と需要を前提とした理論値であるため、この指標の高低をも

ってただちに財政の富裕度を判断することはできません。

なお、「１」を超える団体は、地方交付税（特別区では都区財政調整）制度上の収入

超過団体となります。

基準財政収入額
基準財政需要額

＝
財政力指数
（3カ年平均）

○ 起債依存度

起債依存度 ％ 年度 ％

起債額の歳入総額に占める割合を示すもので、起債の歯止めの一つの目安として用い

られます。

なお、本区の平成 （ ）年度の起債依存度は、起債を行っていないため ％と

なります。

起債額
起債依存度 ＝

歳入総額
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６ 基金と特別区債の推移

主要３基金の残高 ＝貯金の額

主要３基金の残高（施設整備基金・教育施設整備基金・財政調整基金）

億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

施設整備基金は、マイホーム新川の改修への財源対策として 億円の取り崩しを行っ

たものの、基金利子や将来需要への備えとして 億 万円の積立てを行ったため、残

高は 億 万円となり、 億 万円（ ％）の増となりました。

教育施設整備基金は、阪本小学校の改築への財源対策として 億円の取崩しを行った

ものの、土地売払収入、まちづくり支援事業協力金など 億 万円の積立てを行っ

たため、残高は 億 万円となり、 億 万円（ ％）の増となりました。

また、財政調整基金は、財源対策として 億円の取崩しを行ったものの、積立てを 億

万円行ったため、残高は 億 万円となり、 億 万円（ ％）の増とな

りました。

近年の主要３基金の推移を見ますと、平成 （ ）年度は、土地売払収入を基金へ

積み立てたことなどにより大きく増えたものの、総じて減少傾向となっていることがわ

かります。

特別区債の残高 ＝借金の額

特別区債残高 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－ ）

平成 （ ）年度は、特別区債を発行しなかったことにより償還が進んだため、特

別区債残高は 年ぶりに減となりました。

近年の特別区債残高の推移を見ますと、平成 （ ）年度は、特別区債を発行しな

かったことにより減となりましたが、今後も公共施設の整備、更新を予定していること

から増加が見込まれます。

特別区債残高は依然として主要３基金の残高を大きく下回っています。平成

（ ）年度は、臨時的な要因により特別区債残高と主要３基金の残高の差がさらに広

がりましたが、今後、特別区債残高の増加が見込まれ、主要３基金の残高が減少傾向に

あることから、その差は縮まっていくことが予想されます。

財政調整基金

施設整備基金

財政調整基金

特 別 区 債

教 育 施 設
整 備 基 金

教 育 施 設
整 備 基 金

特 別 区 債

施設整備基金
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６ 基金と特別区債の推移

主要３基金の残高 ＝貯金の額

主要３基金の残高（施設整備基金・教育施設整備基金・財政調整基金）

億 万円 対前年度比 億 万円増（ ％増）

（グラフ－ ）

施設整備基金は、マイホーム新川の改修への財源対策として 億円の取り崩しを行っ

たものの、基金利子や将来需要への備えとして 億 万円の積立てを行ったため、残

高は 億 万円となり、 億 万円（ ％）の増となりました。

教育施設整備基金は、阪本小学校の改築への財源対策として 億円の取崩しを行った

ものの、土地売払収入、まちづくり支援事業協力金など 億 万円の積立てを行っ

たため、残高は 億 万円となり、 億 万円（ ％）の増となりました。

また、財政調整基金は、財源対策として 億円の取崩しを行ったものの、積立てを 億

万円行ったため、残高は 億 万円となり、 億 万円（ ％）の増とな

りました。

近年の主要３基金の推移を見ますと、平成 （ ）年度は、土地売払収入を基金へ

積み立てたことなどにより大きく増えたものの、総じて減少傾向となっていることがわ

かります。

特別区債の残高 ＝借金の額

特別区債残高 億 万円 対前年度比 億 万円減（ ％減）

（グラフ－ ）

平成 （ ）年度は、特別区債を発行しなかったことにより償還が進んだため、特

別区債残高は 年ぶりに減となりました。

近年の特別区債残高の推移を見ますと、平成 （ ）年度は、特別区債を発行しな

かったことにより減となりましたが、今後も公共施設の整備、更新を予定していること

から増加が見込まれます。

特別区債残高は依然として主要３基金の残高を大きく下回っています。平成

（ ）年度は、臨時的な要因により特別区債残高と主要３基金の残高の差がさらに広

がりましたが、今後、特別区債残高の増加が見込まれ、主要３基金の残高が減少傾向に

あることから、その差は縮まっていくことが予想されます。

財政調整基金

施設整備基金

財政調整基金

特 別 区 債

教 育 施 設
整 備 基 金

教 育 施 設
整 備 基 金

特 別 区 債

施設整備基金
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財務諸表の概要と分析
 
 
 
 
 
 
 
＜ 財務諸表とは？ ＞

中央区のような地方公共団体では、財政状況を区民の皆さまや議会に対して情報公開

するとともに、行財政運営に活用するために、単年度の現金の出入りに関する情報をま

とめた「予算書」、「決算書」を作成しています。

一方、「財務諸表」とは、民間企業等において、経営成績や財務状況を株主や債権者

に対して開示するとともに、企業等の経営に活用するために、一定の規則のもとで作成

されるものです。

中央区では平成 （ ）年度から日々仕訳による複式簿記を用いた公会計制度（東

京都方式）を導入し、新たな形式の「財務諸表」を作成しました。

 
【中央区の経緯】

平成 （ ）年度決算～ 中央区のバランスシートを作成

（※平成 （ ）年度決算以降、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書、

外郭団体等を含む連結財務諸表など順次拡大）

平成 （ ）年度決算～ 総務省方式改訂モデルに基づく財務諸表を作成

平成 （ ）年度決算～ 東京都方式に基づく財務諸表を作成



 

財務諸表の概要と分析
 
 
 
 
 
 
 
＜ 財務諸表とは？ ＞

中央区のような地方公共団体では、財政状況を区民の皆さまや議会に対して情報公開

するとともに、行財政運営に活用するために、単年度の現金の出入りに関する情報をま

とめた「予算書」、「決算書」を作成しています。

一方、「財務諸表」とは、民間企業等において、経営成績や財務状況を株主や債権者

に対して開示するとともに、企業等の経営に活用するために、一定の規則のもとで作成

されるものです。

中央区では平成 （ ）年度から日々仕訳による複式簿記を用いた公会計制度（東

京都方式）を導入し、新たな形式の「財務諸表」を作成しました。

 
【中央区の経緯】

平成 （ ）年度決算～ 中央区のバランスシートを作成

（※平成 （ ）年度決算以降、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書、

外郭団体等を含む連結財務諸表など順次拡大）

平成 （ ）年度決算～ 総務省方式改訂モデルに基づく財務諸表を作成

平成 （ ）年度決算～ 東京都方式に基づく財務諸表を作成
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１ 財務諸表の概要

（１）中央区の公会計制度

①財務諸表の基準

②従来の官庁会計との相違

③公会計制度のメリット

 
 
 
 
 

 
○貸借対照表 ○行政コスト計算書

○キャッシュ・フロー計算書 ○正味財産変動計算書

※注記 ※有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

作成する財務諸表

○会計別 ○各会計合算 ○所属別 部・室・局、課

※財政白書には、一般会計財務諸表のほか、一般会計と特別会計を合算した各会計合算財務

諸表を掲載しています。

※所属別 部・室・局、課 の財務諸表については、財政白書への掲載を省略しています。

財務諸表の作成単位

【単式簿記・現金主義】

一つの取引について、現金の収入・

支出だけに注目して記録します。

従来の官庁会計制度

【複式簿記・発生主義】

一つの取引について、原因と結果の両面でと

らえて記録します。現金の収入・支出にかかわ

らず、取引が発生した時点で記録します。

公会計制度

○資産・負債などのストック情報が把握できます。

○減価償却費や引当金などを含むフルコストが把握できます。

○財務情報をわかりやすく表すことができます。

○マネジメントへの活用が図れます。

 

（２）財務諸表の種類と役割
 

財務諸表にはそれぞれ役割があり、相互に関係性を持っています。

 
 

○貸借対照表の「現金預金」はキャッシュ・フロー計算書の「形式収支」と、貸借対照

表の「正味財産」は正味財産変動計算書の「当期末残高」とそれぞれ一致します。また、

形式収支の額は、歳入歳出決算書の「歳入歳出差引額」と一致します。

○行政コスト計算書の「当期収支差額」は正味財産変動計算書の「当期収支差額・その

他剰余金」と一致します。

①貸借対照表は、土地・建物

等の資産、特別区債等の負債

及びこれらの差額である正味

財産の状況を示し、財政状態

を明らかにするものです。

②行政コスト計算書は、一会

計年度の費用と財源として

の収入との関係及びその差

額を明らかにするものです。

費用には、減価償却費など現

金支出を伴わないものも計

上します。

④正味財産変動計算書は、貸

借対照表の正味財産の当期の

変動要因を表すものです。

③キャッシュ・フロー計算書

は、現金の動きを活動区分ご

とに集計し収支を明らかにす

るものです。
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１ 財務諸表の概要

（１）中央区の公会計制度

①財務諸表の基準

②従来の官庁会計との相違

③公会計制度のメリット

 
 
 
 
 

 
○貸借対照表 ○行政コスト計算書

○キャッシュ・フロー計算書 ○正味財産変動計算書

※注記 ※有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

作成する財務諸表

○会計別 ○各会計合算 ○所属別 部・室・局、課

※財政白書には、一般会計財務諸表のほか、一般会計と特別会計を合算した各会計合算財務

諸表を掲載しています。

※所属別 部・室・局、課 の財務諸表については、財政白書への掲載を省略しています。

財務諸表の作成単位

【単式簿記・現金主義】

一つの取引について、現金の収入・

支出だけに注目して記録します。

従来の官庁会計制度

【複式簿記・発生主義】

一つの取引について、原因と結果の両面でと

らえて記録します。現金の収入・支出にかかわ

らず、取引が発生した時点で記録します。

公会計制度

○資産・負債などのストック情報が把握できます。

○減価償却費や引当金などを含むフルコストが把握できます。

○財務情報をわかりやすく表すことができます。

○マネジメントへの活用が図れます。

 

（２）財務諸表の種類と役割
 

財務諸表にはそれぞれ役割があり、相互に関係性を持っています。

 
 

○貸借対照表の「現金預金」はキャッシュ・フロー計算書の「形式収支」と、貸借対照

表の「正味財産」は正味財産変動計算書の「当期末残高」とそれぞれ一致します。また、

形式収支の額は、歳入歳出決算書の「歳入歳出差引額」と一致します。

○行政コスト計算書の「当期収支差額」は正味財産変動計算書の「当期収支差額・その

他剰余金」と一致します。

①貸借対照表は、土地・建物

等の資産、特別区債等の負債

及びこれらの差額である正味

財産の状況を示し、財政状態

を明らかにするものです。

②行政コスト計算書は、一会

計年度の費用と財源として

の収入との関係及びその差

額を明らかにするものです。

費用には、減価償却費など現

金支出を伴わないものも計

上します。

④正味財産変動計算書は、貸

借対照表の正味財産の当期の

変動要因を表すものです。

③キャッシュ・フロー計算書

は、現金の動きを活動区分ご

とに集計し収支を明らかにす

るものです。
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（３）貸借対照表の主な内容

貸借対照表は、会計年度末時点 出納整理期間中の増減を含みます。 における区の

財政状態を明らかにするものです。表の左側に「資産」を、右側に「負債」を表示し

資産と負債の差額を「正味財産」として表示しています。

○固定資産の考え方

固定資産の評価は取得原価主義を採用しており、取得価額を基本としています。なお、

減価償却資産については取得原価から減価償却累計額を控除した価額となります。

【流動資産】

収入未済 収入すべき額のうち、まだ収入され

ていない額

不納欠損引当金 収入未済のうち、回収できな

い可能性がある額を見積り計上したもの

基金積立金 財政調整基金や１年以内に取崩し

予定の減債基金の額

短期貸付金 １年以内に償還期限が到来する貸

付金額

【固定資産】

行政財産 庁舎や学校など公共用に使用する資

産 インフラ資産を除く。

普通財産 行政目的では使用しない財産や貸付

等を行う一般的な財産

重要物品 万円以上の物品

インフラ資産 道路、橋梁などの資産

ソフトウェア 購入又は製作した、複数の所属

で使用する 万円以上のソフトウェア

建設仮勘定

建設または製作途中の資産にかかる支出額

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○流動・固定区分

作成基準日 の翌日から１年以内に入金又は支払い期限が到来 決済 するものを

流動資産又は流動負債といい、それ以外のものを固定資産又は固定負債として表示しま

す。

【固定負債】

特別区債 特別区債残高のうち流動負債

に該当しないもの

退職給与引当金 作成基準日 に全

職員が退職したと仮定した場合の退職手

当要支給額

【正味財産】

資産から負債を控除した正味の資産をい

います。これまでの世代が負担した資産と

いえます。

【流動負債】

還付未済金 過誤納金のうち支払いが終

了していないもの

特別区債 特別区債残高のうち翌会計年

度の償還予定額

賞与引当金 翌会計年度に支払いが予定

されている期末手当等の当期における負

担相当額
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（３）貸借対照表の主な内容

貸借対照表は、会計年度末時点 出納整理期間中の増減を含みます。 における区の

財政状態を明らかにするものです。表の左側に「資産」を、右側に「負債」を表示し

資産と負債の差額を「正味財産」として表示しています。

○固定資産の考え方

固定資産の評価は取得原価主義を採用しており、取得価額を基本としています。なお、

減価償却資産については取得原価から減価償却累計額を控除した価額となります。

【流動資産】

収入未済 収入すべき額のうち、まだ収入され

ていない額

不納欠損引当金 収入未済のうち、回収できな

い可能性がある額を見積り計上したもの

基金積立金 財政調整基金や１年以内に取崩し

予定の減債基金の額

短期貸付金 １年以内に償還期限が到来する貸

付金額

【固定資産】

行政財産 庁舎や学校など公共用に使用する資

産 インフラ資産を除く。

普通財産 行政目的では使用しない財産や貸付

等を行う一般的な財産

重要物品 万円以上の物品

インフラ資産 道路、橋梁などの資産

ソフトウェア 購入又は製作した、複数の所属

で使用する 万円以上のソフトウェア

建設仮勘定

建設または製作途中の資産にかかる支出額

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○流動・固定区分

作成基準日 の翌日から１年以内に入金又は支払い期限が到来 決済 するものを

流動資産又は流動負債といい、それ以外のものを固定資産又は固定負債として表示しま

す。

【固定負債】

特別区債 特別区債残高のうち流動負債

に該当しないもの

退職給与引当金 作成基準日 に全

職員が退職したと仮定した場合の退職手

当要支給額

【正味財産】

資産から負債を控除した正味の資産をい

います。これまでの世代が負担した資産と

いえます。

【流動負債】

還付未済金 過誤納金のうち支払いが終

了していないもの

特別区債 特別区債残高のうち翌会計年

度の償還予定額

賞与引当金 翌会計年度に支払いが予定

されている期末手当等の当期における負

担相当額
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（４）行政コスト計算書の主な内容
 

行政コスト計算書は、行政活動に伴い発生した収入と費用の関係を明らかにするも

のです。費用には、減価償却費や引当金繰入額など現金の支出を伴わないものも計上

します。

【行政収入】

特別区税 特別区民税、軽自動車税、特

別区たばこ税、入湯税

国庫支出金・都支出金 国・都からの補

助金等のうち行政サービス活動の財源

となるもの

分担金及び負担金 分担金及び負担金

のうち行政サービス活動の財源となる

もの

使用料及び手数料 施設の使用料や事

務手数料

【行政費用】

人件費 報酬、給料、職員手当等

物件費 光熱水費、消耗品費、委託料、

万円未満の備品購入費

扶助費 法に基づく福祉給付等

補助費等 他団体等に支出する負担金、

交付金等

投資的経費 工事請負費等のうち区の

資産形成にあたらないもの

減価償却費 建物等資産の１年間の価

値減少分

引当金繰入額 貸借対照表における引

当金の当期発生額

 

○行政収支の部 区の資産形成以外の通常の行政活動に伴う収入及び費用です。

○金融収支の部 預金利子や配当金、資金の調達等に関する収入及び費用です。

○特別収支の部 固定資産の売却損益など通常の行政活動に含まれない収入及び費用です。

【特別収入】

固定資産売却益など

【特別費用】

固定資産除却損、不納欠損額など

【金融収入】

受取利息及び配当金 基金などの利

子収入や株式配当金

【金融費用】

特別区債利子 特別区債償還にかか

る利子

特別区債発行費 特別区債にかかる

割引料及び手数料

○当期収支差額

当期収支差額は、企業会計の損益計算書の「当期純利益」に相当する項目で、この差額は

正味財産変動計算書の「当期収支差額（調整後）・その他剰余金」と一致します。
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（４）行政コスト計算書の主な内容
 

行政コスト計算書は、行政活動に伴い発生した収入と費用の関係を明らかにするも

のです。費用には、減価償却費や引当金繰入額など現金の支出を伴わないものも計上

します。

【行政収入】

特別区税 特別区民税、軽自動車税、特

別区たばこ税、入湯税

国庫支出金・都支出金 国・都からの補

助金等のうち行政サービス活動の財源

となるもの

分担金及び負担金 分担金及び負担金

のうち行政サービス活動の財源となる

もの

使用料及び手数料 施設の使用料や事

務手数料

【行政費用】

人件費 報酬、給料、職員手当等

物件費 光熱水費、消耗品費、委託料、

万円未満の備品購入費

扶助費 法に基づく福祉給付等

補助費等 他団体等に支出する負担金、

交付金等

投資的経費 工事請負費等のうち区の

資産形成にあたらないもの

減価償却費 建物等資産の１年間の価

値減少分

引当金繰入額 貸借対照表における引

当金の当期発生額

 

○行政収支の部 区の資産形成以外の通常の行政活動に伴う収入及び費用です。

○金融収支の部 預金利子や配当金、資金の調達等に関する収入及び費用です。

○特別収支の部 固定資産の売却損益など通常の行政活動に含まれない収入及び費用です。

【特別収入】

固定資産売却益など

【特別費用】

固定資産除却損、不納欠損額など

【金融収入】

受取利息及び配当金 基金などの利

子収入や株式配当金

【金融費用】

特別区債利子 特別区債償還にかか

る利子

特別区債発行費 特別区債にかかる

割引料及び手数料

○当期収支差額

当期収支差額は、企業会計の損益計算書の「当期純利益」に相当する項目で、この差額は

正味財産変動計算書の「当期収支差額（調整後）・その他剰余金」と一致します。
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（５）キャッシュ・フロー計算書の主な内容

キャッシュ・フロー計算書は、一年間の現金の動きを活動区分ごとにまとめ、財源

の調達方法や支出内容、収支差額を明らかにするものです。

活動区分は、「行政サービス活動」、「社会資本整備等投資活動」、「財務活動」の３

区分に分類しています。

【行政サービス活動収入】

税収等 特別区税、地方譲与税、地方特例

交付金、特別区財政調整交付金等

国庫支出金・都支出金 国・都からの補助

金等のうち行政サービス活動の財源となる

もの

業務収入 分担金及び負担金、使用料及び

手数料、諸収入など

金融収入 基金などの利子収入や株式配当

金

【行政サービス活動支出】

行政支出 人件費、物件費、維持補修費、

扶助費などのうち区の資産形成にあたらな

いもの

金融支出 特別区債等の借入金の利子及び

発行手数料など

○収支差額合計

当期に発生した現金収入 前年度からの繰越金を除く。 と現金支出の差額を表すもの

で、「行政サービス活動」「社会資本整備等投資活動」「財務活動」の各収支差額を合算し

たものを計上します。

○前年度からの繰越金

歳入予算科目 款 「繰越金」収入済額を計上します。この額は、前年度のキャッシュ・

フロー計算書における形式収支と同額となります。

○形式収支

当期における「収支差額合計」と「前年度からの繰越金」を合算した額を計上します。

この金額は、貸借対照表の資産の部における「現金預金」及び歳入歳出決算書の「歳入

歳出差引額」と一致します。

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○キャッシュ・フロー計算書には、非現金収支の情報は含まれません。したがって最終

的な収支差額 形式収支 は、歳入歳出決算書の「歳入歳出差引額」と一致します。

○活動区分の「行政サービス活動」は主に行政コスト計算書の現金収支を、「社会資本整

備等投資活動」と「財務活動」は貸借対照表の現金収支を表します。

【社会資本整備等投資活動収入】

国庫支出金等 国・都からの補助金

等のうち区の資産形成の財源とな

るもの

財産収入 財産売払収入

基金繰入金 財政調整基金など、基

金からの繰入れ収入

貸付金元金収入 貸付金の元金償

還収入

【社会資本整備等投資活動支出】

社会資本整備支出 区の資産形成

にあたる支出

基金積立金 基金への積立て支出

貸付金・出資金等 他団体等への貸

付金や出資金

【財務活動収入】

特別区債など借入金収入

【財務活動支出】

特別区債など借入金の元金償還

支出

○行政サービス活動

区の資産形成以外の行政サービスに伴う現金収支をいいます。

○社会資本整備等投資活動

固定資産や基金などの区の資産の増減をもたらす現金収支をいいます。

○行政活動キャッシュ・フロー収支差額

行政サービス活動と社会資本整備等投資活動の収支差額を合算したものをいいます。

○財務活動

特別区債など借入金による財源調達や償還に伴う現金収支をいいます。
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（５）キャッシュ・フロー計算書の主な内容

キャッシュ・フロー計算書は、一年間の現金の動きを活動区分ごとにまとめ、財源

の調達方法や支出内容、収支差額を明らかにするものです。

活動区分は、「行政サービス活動」、「社会資本整備等投資活動」、「財務活動」の３

区分に分類しています。

【行政サービス活動収入】

税収等 特別区税、地方譲与税、地方特例

交付金、特別区財政調整交付金等

国庫支出金・都支出金 国・都からの補助

金等のうち行政サービス活動の財源となる

もの

業務収入 分担金及び負担金、使用料及び

手数料、諸収入など

金融収入 基金などの利子収入や株式配当

金

【行政サービス活動支出】

行政支出 人件費、物件費、維持補修費、

扶助費などのうち区の資産形成にあたらな

いもの

金融支出 特別区債等の借入金の利子及び

発行手数料など

○収支差額合計

当期に発生した現金収入 前年度からの繰越金を除く。 と現金支出の差額を表すもの

で、「行政サービス活動」「社会資本整備等投資活動」「財務活動」の各収支差額を合算し

たものを計上します。

○前年度からの繰越金

歳入予算科目 款 「繰越金」収入済額を計上します。この額は、前年度のキャッシュ・

フロー計算書における形式収支と同額となります。

○形式収支

当期における「収支差額合計」と「前年度からの繰越金」を合算した額を計上します。

この金額は、貸借対照表の資産の部における「現金預金」及び歳入歳出決算書の「歳入

歳出差引額」と一致します。

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○キャッシュ・フロー計算書には、非現金収支の情報は含まれません。したがって最終

的な収支差額 形式収支 は、歳入歳出決算書の「歳入歳出差引額」と一致します。

○活動区分の「行政サービス活動」は主に行政コスト計算書の現金収支を、「社会資本整

備等投資活動」と「財務活動」は貸借対照表の現金収支を表します。

【社会資本整備等投資活動収入】

国庫支出金等 国・都からの補助金

等のうち区の資産形成の財源とな

るもの

財産収入 財産売払収入

基金繰入金 財政調整基金など、基

金からの繰入れ収入

貸付金元金収入 貸付金の元金償

還収入

【社会資本整備等投資活動支出】

社会資本整備支出 区の資産形成

にあたる支出

基金積立金 基金への積立て支出

貸付金・出資金等 他団体等への貸

付金や出資金

【財務活動収入】

特別区債など借入金収入

【財務活動支出】

特別区債など借入金の元金償還

支出

○行政サービス活動

区の資産形成以外の行政サービスに伴う現金収支をいいます。

○社会資本整備等投資活動

固定資産や基金などの区の資産の増減をもたらす現金収支をいいます。

○行政活動キャッシュ・フロー収支差額

行政サービス活動と社会資本整備等投資活動の収支差額を合算したものをいいます。

○財務活動

特別区債など借入金による財源調達や償還に伴う現金収支をいいます。
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（６）正味財産変動計算書の主な内容

正味財産変動計算書は、貸借対照表の正味財産の部の変動要因を明らかにするもの

です。正味財産変動計算書は、縦列の変動要因と横列の構成財源ごとに前期末残高か

らの増減額を表示します。

 
 
 
 
 
 
 
 

開始残高相当 公会計制度の運用開始時 平成 年４月時点 の資産と負債の差額

※この額は次年度以降も変わりません。

国庫支出金・都支出金 国・都からの補助金等のうち、区の資産形成の財源となるもの

負担金及び繰入金等 負担金及び分担金のうち、区の資産形成の財源となるもの

受贈財産評価額 無償で受け入れた資産の評価額

その他剰余金 他の構成財源に該当しないもの

※当期収支差額 調整後 の額は、行政コスト計算書の「当期収支差額」と一致します。

 

（７）有形固定資産及び無形固定資産附属明細書
 

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書は、固定資産の区分ごとに増減額及び減

価償却額を明らかにするものです。

（８）財務諸表に係る注記

注記とは、財務諸表の作成に関する重要な会計方針等を説明したものです。

【主な事項】

・固定資産の減価償却の方法

・有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

・引当金の計上基準 など
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（６）正味財産変動計算書の主な内容

正味財産変動計算書は、貸借対照表の正味財産の部の変動要因を明らかにするもの

です。正味財産変動計算書は、縦列の変動要因と横列の構成財源ごとに前期末残高か

らの増減額を表示します。

 
 
 
 
 
 
 
 

開始残高相当 公会計制度の運用開始時 平成 年４月時点 の資産と負債の差額

※この額は次年度以降も変わりません。

国庫支出金・都支出金 国・都からの補助金等のうち、区の資産形成の財源となるもの

負担金及び繰入金等 負担金及び分担金のうち、区の資産形成の財源となるもの

受贈財産評価額 無償で受け入れた資産の評価額

その他剰余金 他の構成財源に該当しないもの

※当期収支差額 調整後 の額は、行政コスト計算書の「当期収支差額」と一致します。

 

（７）有形固定資産及び無形固定資産附属明細書
 

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書は、固定資産の区分ごとに増減額及び減

価償却額を明らかにするものです。

（８）財務諸表に係る注記

注記とは、財務諸表の作成に関する重要な会計方針等を説明したものです。

【主な事項】

・固定資産の減価償却の方法

・有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

・引当金の計上基準 など
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基金積立金（固定）の内訳 （百万円）

 

取崩額 積立額

公共料金支払基金

森とみどりの基金
文化振興基金

28年度末
残高

29年度変動額 29年度末
残高

ふるさと応援基金

定額運用

減債基金

区分

特
定
目
的

施設整備基金
教育施設整備基金
まちづくり支援基金
平和基金
交通環境改善基金

２ 一般会計財務諸表

（１）貸借対照表（一般会計）
 

借 方

 
 

収入未済の内訳 （百万円）

 

 

特別区民税
生活保護費弁償金
区民住宅使用料
社会資本整備総合交付金（道路整備事業）

その他

基金積立金（流動）の内訳 （百万円）

 
取崩額 積立額

財政調整基金

区分
28年度末
残高

29年度変動額 29年度末
残高

短期貸付金の内訳 （百万円） 

 

商工業融資

その他

「有形固定資産及び無形固定資産附属明細書」参照

有価証券の内訳 （百万円）

 
出資金・出捐金の内訳 （百万円）

 

日本橋プラザ㈱株券
東京ベイネットワーク㈱株券

(公財)中央区勤労者サービス公社出捐金

(一財)中央区都市整備公社出捐金
(一財)道路管理センター出捐金
その他

 

特別区債（流動）の内訳 （百万円）

 
福祉債
教育債
減税補てん債

その他流動負債の内訳 （百万円）

 

京橋分庁舎建物
人形町区民館建物
人形町保育園建物
相生の里建物
人形町二丁目地下駐輪場建物
京橋プラザ住宅建物

特別区債（固定）の内訳 （百万円）

 
福祉債
教育債
減税補てん債

その他固定負債の内訳 （百万円）

 

京橋分庁舎建物
人形町区民館建物
人形町保育園建物
相生の里建物
人形町二丁目地下駐輪場建物
京橋プラザ住宅建物

退職給与引当金

平成30年3月末時点の
退職給与引当金算定対象職員数

1,429人

貸 方
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基金積立金（固定）の内訳 （百万円）

 

取崩額 積立額

公共料金支払基金

森とみどりの基金
文化振興基金

28年度末
残高

29年度変動額 29年度末
残高

ふるさと応援基金

定額運用

減債基金

区分

特
定
目
的

施設整備基金
教育施設整備基金
まちづくり支援基金
平和基金
交通環境改善基金

２ 一般会計財務諸表

（１）貸借対照表（一般会計）
 

借 方

 
 

収入未済の内訳 （百万円）

 

 

特別区民税
生活保護費弁償金
区民住宅使用料
社会資本整備総合交付金（道路整備事業）

その他

基金積立金（流動）の内訳 （百万円）

 
取崩額 積立額

財政調整基金

区分
28年度末
残高

29年度変動額 29年度末
残高

短期貸付金の内訳 （百万円） 

 

商工業融資

その他

「有形固定資産及び無形固定資産附属明細書」参照

有価証券の内訳 （百万円）

 
出資金・出捐金の内訳 （百万円）

 

日本橋プラザ㈱株券
東京ベイネットワーク㈱株券

(公財)中央区勤労者サービス公社出捐金

(一財)中央区都市整備公社出捐金
(一財)道路管理センター出捐金
その他

 

特別区債（流動）の内訳 （百万円）

 
福祉債
教育債
減税補てん債

その他流動負債の内訳 （百万円）

 

京橋分庁舎建物
人形町区民館建物
人形町保育園建物
相生の里建物
人形町二丁目地下駐輪場建物
京橋プラザ住宅建物

特別区債（固定）の内訳 （百万円）

 
福祉債
教育債
減税補てん債

その他固定負債の内訳 （百万円）

 

京橋分庁舎建物
人形町区民館建物
人形町保育園建物
相生の里建物
人形町二丁目地下駐輪場建物
京橋プラザ住宅建物

退職給与引当金

平成30年3月末時点の
退職給与引当金算定対象職員数

1,429人

貸 方
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①貸借対照表の状況

 
平成 （ ）年度の一般会計における資産総額は 兆 億 万円で前年度と

比較すると、 億 万円増加しました。これは、八重洲二丁目北地区市街地再開発

事業に係る権利変換に伴う土地売払収入を基金に積み立てたことなどによるものです。

一方、負債総額は 億 万円で前年度と比較すると、 億 万円減少しました。

これは、平成 年度（ ）年度は特別区債を発行しなかったことにより、償還が進ん

だことなどによるものです。

この結果、資産から負債を差し引いた正味財産は 兆 億 万円となり、前年

度と比較し、 億 万円増加しました。

 
 
 
 
＜貸借対照表増減＞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 （ ）年度の有形固定資産減価償却率は、償却性有形固定資産

の取得価額（有形固定資産合計－土地等の非償却資産残高＋有形固定資産

減価償却累計額の金額、 億 万円）に対する有形固定資産減価償

却累計額（ 億 万円）の割合で計算され、その比率は でした。

有形固定資産減価償却率が ％を下回っていることから、全体的な資産

の老朽化の進行度は、進んでいないといえます。

 

平成 （ ）年度の区民一人当たりの資産額は、資産合計（ 兆

億 万円）を平成 年度末の人口（ 人）で除すことで計算され、

その金額は一人当たり 万円でした。

②貸借対照表の分析
 
ア 有形固定資産減価償却率 ％

 
 
 
 
 
 
 

 
 
有形固定資産減価償却率は、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過している

のかを全体として把握するための指標です。有形固定資産減価償却率が高い場合は、施

設などが全体として老朽化しつつあり、維持補修費が高額化したり、更新のための多額

の投資が近い将来に必要となることを表します。

【計算式】

 

 
 
 
イ 区民一人当たりの資産額 万円

 
 
 
 
 
 
区民一人当たりの資産額は、人口規模の異なる他自治体との比較が容易になります。

【計算式】

 
 

  

減価償却累計額

有形固定資産減価償却率（％）＝ ×

有形固定資産合計 － 土地等の非償却資産

＋減価償却累計額

資産合計
区民一人当たり資産額（円 人） ＝

平成 年度末の人口
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①貸借対照表の状況

 
平成 （ ）年度の一般会計における資産総額は 兆 億 万円で前年度と

比較すると、 億 万円増加しました。これは、八重洲二丁目北地区市街地再開発

事業に係る権利変換に伴う土地売払収入を基金に積み立てたことなどによるものです。

一方、負債総額は 億 万円で前年度と比較すると、 億 万円減少しました。

これは、平成 年度（ ）年度は特別区債を発行しなかったことにより、償還が進ん

だことなどによるものです。

この結果、資産から負債を差し引いた正味財産は 兆 億 万円となり、前年

度と比較し、 億 万円増加しました。

 
 
 
 
＜貸借対照表増減＞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 （ ）年度の有形固定資産減価償却率は、償却性有形固定資産

の取得価額（有形固定資産合計－土地等の非償却資産残高＋有形固定資産

減価償却累計額の金額、 億 万円）に対する有形固定資産減価償

却累計額（ 億 万円）の割合で計算され、その比率は でした。

有形固定資産減価償却率が ％を下回っていることから、全体的な資産

の老朽化の進行度は、進んでいないといえます。

 

平成 （ ）年度の区民一人当たりの資産額は、資産合計（ 兆

億 万円）を平成 年度末の人口（ 人）で除すことで計算され、

その金額は一人当たり 万円でした。

②貸借対照表の分析
 
ア 有形固定資産減価償却率 ％

 
 
 
 
 
 
 

 
 
有形固定資産減価償却率は、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過している

のかを全体として把握するための指標です。有形固定資産減価償却率が高い場合は、施

設などが全体として老朽化しつつあり、維持補修費が高額化したり、更新のための多額

の投資が近い将来に必要となることを表します。

【計算式】

 

 
 
 
イ 区民一人当たりの資産額 万円

 
 
 
 
 
 
区民一人当たりの資産額は、人口規模の異なる他自治体との比較が容易になります。

【計算式】

 
 

  

減価償却累計額

有形固定資産減価償却率（％）＝ ×

有形固定資産合計 － 土地等の非償却資産

＋減価償却累計額

資産合計
区民一人当たり資産額（円 人） ＝

平成 年度末の人口
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平成 （ ）年度の負債対標準財政規模比率は、標準財政規模（

億 万円）に対する負債（ 億 万円）の割合で計算され、その比

率は でした。

 

平成 （ ）年度の正味財産比率は、資産合計（ 兆 億 万円）

に対する正味財産（ 兆 億 万円）の割合で計算され、その比率は

でした。

正味財産比率は非常に高くなっていますが、主な要因は、土地（インフラ

資産）が高額となっていることにあります。

 

ウ 正味財産比率（純資産比率） ％

 
 
 
 
 
 
 
 
正味財産比率は、企業会計の「自己資本比率」に相当します。

正味財産比率が高いほど将来世代の負担の割合が少ないこととなり、正味財産比率の

増加は過去及び現世代の負担により将来世代が利用可能な資産を蓄積したことを表す

一方、正味財産比率の減少は、将来世代が利用可能な資産を過去及び現世代が消費して

いると捉えられます。

【計算式】

 
 
 
 
 
 
 
エ 負債対標準財政規模比率 ％

 

 
 
負債対標準財政規模比率は、財政規模に対し過大な負債を抱えていないかを見るため

の指標です。財政の健全性の観点から、数値は低い方がよいとされています。

【計算式】

 
 
 

 
 
 
 

負債
負債対標準財政規模比率（％）＝ ×

標準財政規模

正味財産
正味財産比率（％） ＝ ×

資産合計

 

平成 （ ）年度の社会資本等形成の世代間負担比率は、特別区債残

高（流動負債＋固定負債の合計残高、 億 万円）を有形・無形固定

資産合計額（ 兆 億 万円）で除した値で計算され、その比率は

％でした。

社会資本等形成の世代間負担比率は低く、将来世代の社会資本等形成に

おける負担の割合は少ないといえます。

オ 社会資本等形成の世代間負担比率 ％

 
 
 
 
 
 
 

社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）は、社会資本等形成に係る将

来世代の負担の程度を把握することができます。この値が低いほど将来世代の負担の割

合が少ないこととなります。

【計算式】

 
特別区債残高

社会資本等形成の世代間負担比率（％） ＝ ×

有形・無形固定資産合計
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平成 （ ）年度の負債対標準財政規模比率は、標準財政規模（

億 万円）に対する負債（ 億 万円）の割合で計算され、その比

率は でした。

 

平成 （ ）年度の正味財産比率は、資産合計（ 兆 億 万円）

に対する正味財産（ 兆 億 万円）の割合で計算され、その比率は

でした。

正味財産比率は非常に高くなっていますが、主な要因は、土地（インフラ

資産）が高額となっていることにあります。

 

ウ 正味財産比率（純資産比率） ％

 
 
 
 
 
 
 
 
正味財産比率は、企業会計の「自己資本比率」に相当します。

正味財産比率が高いほど将来世代の負担の割合が少ないこととなり、正味財産比率の

増加は過去及び現世代の負担により将来世代が利用可能な資産を蓄積したことを表す

一方、正味財産比率の減少は、将来世代が利用可能な資産を過去及び現世代が消費して

いると捉えられます。

【計算式】

 
 
 
 
 
 
 
エ 負債対標準財政規模比率 ％

 

 
 
負債対標準財政規模比率は、財政規模に対し過大な負債を抱えていないかを見るため

の指標です。財政の健全性の観点から、数値は低い方がよいとされています。

【計算式】

 
 
 

 
 
 
 

負債
負債対標準財政規模比率（％）＝ ×

標準財政規模

正味財産
正味財産比率（％） ＝ ×

資産合計

 

平成 （ ）年度の社会資本等形成の世代間負担比率は、特別区債残

高（流動負債＋固定負債の合計残高、 億 万円）を有形・無形固定

資産合計額（ 兆 億 万円）で除した値で計算され、その比率は

％でした。

社会資本等形成の世代間負担比率は低く、将来世代の社会資本等形成に

おける負担の割合は少ないといえます。

オ 社会資本等形成の世代間負担比率 ％

 
 
 
 
 
 
 

社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）は、社会資本等形成に係る将

来世代の負担の程度を把握することができます。この値が低いほど将来世代の負担の割

合が少ないこととなります。

【計算式】

 
特別区債残高

社会資本等形成の世代間負担比率（％） ＝ ×

有形・無形固定資産合計
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（２）行政コスト計算書（一般会計）

 
 
 
 
 
 
 
 

[通常収支の部]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

Ⅰ 行政収支の部
１ 行政収入

特別区税
地方譲与税
地方特例交付金

特別区財政調整交付金

その他交付金
国庫支出金
都支出金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
諸収入

寄附金

繰入金
２ 行政費用

人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
投資的経費
繰出金
減価償却費
不納欠損引当金繰入額

賞与引当金繰入額

退職給与引当金繰入額

行 政 収 支 差 額

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[特別収支の部]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 特別収入

固定資産売却益

その他特別収入

２ 特別費用

固定資産除却損

不納欠損額

その他特別費用

特 別 収 支 差 額

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

当 期 収 支 差 額

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

Ⅱ 金融収支の部
１ 金融収入

受取利息及び配当金

２ 金融費用

特別区債利子

特別区債発行費

その他借入金利子等

△209 △1金 融 収 支 差 額

通 常 収 支 差 額
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（２）行政コスト計算書（一般会計）

 
 
 
 
 
 
 
 

[通常収支の部]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

Ⅰ 行政収支の部
１ 行政収入

特別区税
地方譲与税
地方特例交付金

特別区財政調整交付金

その他交付金
国庫支出金
都支出金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
諸収入

寄附金

繰入金
２ 行政費用

人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
投資的経費
繰出金
減価償却費
不納欠損引当金繰入額

賞与引当金繰入額

退職給与引当金繰入額

行 政 収 支 差 額

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[特別収支の部]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 特別収入

固定資産売却益

その他特別収入

２ 特別費用

固定資産除却損

不納欠損額

その他特別費用

特 別 収 支 差 額

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

当 期 収 支 差 額

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

Ⅱ 金融収支の部
１ 金融収入

受取利息及び配当金

２ 金融費用

特別区債利子

特別区債発行費

その他借入金利子等

△209 △1金 融 収 支 差 額

通 常 収 支 差 額
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①行政コスト計算書の状況 
 

平成 （ ）年度の行政コスト計算書の通常収支差額は 億 万円とプラスであ

り、通常の行政サービスにかかる費用は全て行政収入で賄えているといえます。また、

特別収支差額は 億 万円となっており、その結果、当期収支差額は 億 万

円となりました。

○通常収支の状況

通常収支の内訳としては、行政サービスにかかる損益の計算結果である行政収支差額

は 億 万円となり、利息等の金融にかかる損益の計算結果である金融収支差額は

△ 億 万円となっており、この合計額である通常収支差額が 億 万円となってお

ります。

行政収支差額は行政収入 億 万円と行政費用 億 万円の差引で計算され

ています。

行政収入は主に特別区税 億 万円、特別区財政調整交付金 億 万円、その

他交付金 億 万円、国庫支出金 億 万円などから構成されております。

行政費用は主に人件費 億 万円、物件費 億 万円、扶助費 億

万円、投資的経費 億 万円などから構成されております。

金融収支差額は金融収入 万円と金融費用 億 万円の差引で計算されていま

す。

金融収入はすべて受取利息及び配当金 万円から構成されております。

金融費用は主に特別区債利子 億 万円、その他借入金利子等 億 万円などか

ら構成されております。

○特別収支の状況

特別収支差額は、特別収入 億 万円と特別費用 億 万円の差引で計算さ

れています。

特別収入は主に固定資産売却益 億 万円などから構成されております。

特別費用は主に固定資産除却損 億 万円、その他特別費用 億 万円などか

ら構成されております。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 （ ）年度の収入科目は合計すると 億 万円でした。その構

成比率をみると、特別区税が 億 万円と最も多く、全体の を占めて

います。次いで特別区財政調整交付金（ 億 万円・ ）、国庫支出金

（ 億 万円・ ）、その他交付金（ 億 万円・ ％）、固定資

産売却益（ 億 万円・ ）、使用料及び手数料（ 億 万円・ ）、

都支出金（ 億 万円・ ）、その他収入（ 億 万円・ ）となってお

ります。

②行政コスト計算書の分析
 
ア 収入科目の構成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜収入科目の構成比率＞ 
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①行政コスト計算書の状況 
 
平成 （ ）年度の行政コスト計算書の通常収支差額は 億 万円とプラスであ

り、通常の行政サービスにかかる費用は全て行政収入で賄えているといえます。また、

特別収支差額は 億 万円となっており、その結果、当期収支差額は 億 万

円となりました。

○通常収支の状況

通常収支の内訳としては、行政サービスにかかる損益の計算結果である行政収支差額

は 億 万円となり、利息等の金融にかかる損益の計算結果である金融収支差額は

△ 億 万円となっており、この合計額である通常収支差額が 億 万円となってお

ります。

行政収支差額は行政収入 億 万円と行政費用 億 万円の差引で計算され

ています。

行政収入は主に特別区税 億 万円、特別区財政調整交付金 億 万円、その

他交付金 億 万円、国庫支出金 億 万円などから構成されております。

行政費用は主に人件費 億 万円、物件費 億 万円、扶助費 億

万円、投資的経費 億 万円などから構成されております。

金融収支差額は金融収入 万円と金融費用 億 万円の差引で計算されていま

す。

金融収入はすべて受取利息及び配当金 万円から構成されております。

金融費用は主に特別区債利子 億 万円、その他借入金利子等 億 万円などか

ら構成されております。

○特別収支の状況

特別収支差額は、特別収入 億 万円と特別費用 億 万円の差引で計算さ

れています。

特別収入は主に固定資産売却益 億 万円などから構成されております。

特別費用は主に固定資産除却損 億 万円、その他特別費用 億 万円などか

ら構成されております。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 （ ）年度の収入科目は合計すると 億 万円でした。その構

成比率をみると、特別区税が 億 万円と最も多く、全体の を占めて

います。次いで特別区財政調整交付金（ 億 万円・ ）、国庫支出金

（ 億 万円・ ）、その他交付金（ 億 万円・ ％）、固定資

産売却益（ 億 万円・ ）、使用料及び手数料（ 億 万円・ ）、

都支出金（ 億 万円・ ）、その他収入（ 億 万円・ ）となってお

ります。

②行政コスト計算書の分析
 

ア 収入科目の構成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜収入科目の構成比率＞ 
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平成 （ ）年度の費用科目は合計すると 億 万円でした。その

構成比率をみると、物件費が 億 万円と最も多く、全体の を占め

ています。次いで投資的経費（ 億 万円・ ）、人件費（ 億

万円・ ）、扶助費（ 億 万円・ ％）、補助費等（ 億 万円・

）、減価償却費（ 億 万円・ ）、繰出金（ 億 万円・ ）、

その他費用（ 億 万円・ ）となっております。

イ 費用科目の構成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜費用科目の構成比率＞ 
 

 
  

物件費
22%

投資的経費
22%

人件費
16%

扶助費
15%

補助費等
11%

減価償却費
5%

繰出金
4%

その他
5%

 

平成 （ ）年度の区民一人当たりの行政コストは、行政費用（ 億

万円）を平成 年度末の人口（ 人）で除すことで計算され、そ

の金額は一人当たり 万円でした。

 

平成 （ ）年度の受益者負担比率は、分担金及び負担金と使用料及び

手数料金額（ 億 万円）を経常費用（行政費用＋金融費用、 億

万円）で除すことで計算され、その比率は ％でした。

ウ 区民一人当たりの行政コスト 万円

 
 
 
 
 
 
 
区民一人当たりの行政コストとは、行政サービスの効率性を図る指標です。

【計算式】

 
 
 
 
 
 
 
エ 受益者負担比率 ％

 
 
 
 
 
 
受益者負担比率とは、行政サービス提供にかかる費用が、どの程度受益者負担で賄え

ているのかを把握するための指標です。

【計算式】

 
 
 
 
 
 

  

行政費用
区民一人当たりの行政コスト（円 人） ＝

平成 年度末の人口

分担金及び負担金＋使用料及び手数料
受益者負担比率（％） ＝ ×

行政費用＋金融費用
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平成 （ ）年度の費用科目は合計すると 億 万円でした。その

構成比率をみると、物件費が 億 万円と最も多く、全体の を占め

ています。次いで投資的経費（ 億 万円・ ）、人件費（ 億

万円・ ）、扶助費（ 億 万円・ ％）、補助費等（ 億 万円・

）、減価償却費（ 億 万円・ ）、繰出金（ 億 万円・ ）、

その他費用（ 億 万円・ ）となっております。

イ 費用科目の構成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜費用科目の構成比率＞ 
 

 
  

物件費
22%

投資的経費
22%

人件費
16%

扶助費
15%

補助費等
11%

減価償却費
5%

繰出金
4%

その他
5%

 

平成 （ ）年度の区民一人当たりの行政コストは、行政費用（ 億

万円）を平成 年度末の人口（ 人）で除すことで計算され、そ

の金額は一人当たり 万円でした。

 

平成 （ ）年度の受益者負担比率は、分担金及び負担金と使用料及び

手数料金額（ 億 万円）を経常費用（行政費用＋金融費用、 億

万円）で除すことで計算され、その比率は ％でした。

ウ 区民一人当たりの行政コスト 万円

 
 
 
 
 
 
 
区民一人当たりの行政コストとは、行政サービスの効率性を図る指標です。

【計算式】

 
 
 
 
 
 
 
エ 受益者負担比率 ％

 
 
 
 
 
 
受益者負担比率とは、行政サービス提供にかかる費用が、どの程度受益者負担で賄え

ているのかを把握するための指標です。

【計算式】

 
 
 
 
 
 

  

行政費用
区民一人当たりの行政コスト（円 人） ＝

平成 年度末の人口

分担金及び負担金＋使用料及び手数料
受益者負担比率（％） ＝ ×

行政費用＋金融費用
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（３）キャッシュ・フロー計算書（一般会計）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ⅰ 行政サービス活動]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 行政サービス活動収入
税収等

特別区税
地方譲与税
地方特例交付金
特別区財政調整交付金
その他交付金

国庫支出金
都支出金
業務収入

分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
諸収入
寄附金
繰入金

金融収入
受取利息及び配当金

２ 行政サービス活動支出
行政支出

人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
投資的経費
繰出金

金融支出

特別区債利子･発行費

その他借入金利子等

行政サービス活動収支差額

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ⅱ　社会資本整備等投資活動]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 社会資本整備等投資活動収入
国庫支出金等

国庫支出金
都支出金
分担金及び負担金
繰入金等

財産収入
財産売払収入

基金繰入金
財政調整基金
特定目的基金

貸付金元金収入
２ 社会資本整備等投資活動支出

社会資本整備支出
物件費
投資的経費

基金積立金
財政調整基金
減債基金
特定目的基金

貸付金・出資金等

貸付金

△6,843 △43社会資本整備等投資活動収支差額

行政活動キャッシュ・フロー収支差額

[Ⅲ　財務活動]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 財務活動収入
２ 財務活動支出

公債費
その他借入金等償還

△1,062 △7財 務 活 動 収 支 差 額

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

△874 △5収 支 差 額 合 計
前 年 度 か ら の 繰 越 金
形 式 収 支
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（３）キャッシュ・フロー計算書（一般会計）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ⅰ 行政サービス活動]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 行政サービス活動収入
税収等

特別区税
地方譲与税
地方特例交付金
特別区財政調整交付金
その他交付金

国庫支出金
都支出金
業務収入

分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
諸収入
寄附金
繰入金

金融収入
受取利息及び配当金

２ 行政サービス活動支出
行政支出

人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
投資的経費
繰出金

金融支出

特別区債利子･発行費

その他借入金利子等

行政サービス活動収支差額

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ⅱ　社会資本整備等投資活動]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 社会資本整備等投資活動収入
国庫支出金等

国庫支出金
都支出金
分担金及び負担金
繰入金等

財産収入
財産売払収入

基金繰入金
財政調整基金
特定目的基金

貸付金元金収入
２ 社会資本整備等投資活動支出

社会資本整備支出
物件費
投資的経費

基金積立金
財政調整基金
減債基金
特定目的基金

貸付金・出資金等

貸付金

△6,843 △43社会資本整備等投資活動収支差額

行政活動キャッシュ・フロー収支差額

[Ⅲ　財務活動]

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

１ 財務活動収入
２ 財務活動支出

公債費
その他借入金等償還

△1,062 △7財 務 活 動 収 支 差 額

金額
区民一人当たり

の金額

（百万円） （千円）

△874 △5収 支 差 額 合 計
前 年 度 か ら の 繰 越 金
形 式 収 支
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①キャッシュ・フロー計算書の状況

平成 （ ）年度のキャッシュ・フロー計算書の当期における収支差額合計は△

億 万円となっており、前年度からの繰越金 億 万円との合計額として形式収

支は 億 万円となりました。

収支差額合計は行政サービス活動収支差額 億 万円、社会資本整備等投資活動

収支差額△ 億 万円、財務活動収支差額△ 億 万円の合計から計算されてい

ます。なお、行政活動キャッシュ・フロー収支差額が 億 万円とプラスであること

から、社会資本整備等投資活動は行政サービス活動収支差額の範囲内で行われていると

いえます。

○行政サービス活動収支の状況

行政サービス活動収支差額は行政サービス活動収入 億 万円と行政サービス

活動支出 億 万円の差引で計算されています。

行政サービス活動収入は主に税収等 億 万円、国庫支出金 億 万円、業

務収入 億 万円などから構成されております。

行政サービス活動支出は主に人件費 億円、物件費 億 万円、扶助費 億

万円、投資的経費 億 万円などから構成されております。

○社会資本整備等投資活動収支の状況

社会資本整備等投資活動収支差額は、社会資本整備等投資活動収入 億 万円と

社会資本整備等投資活動支出 億 万円の差引で計算されています。

社会資本整備等投資活動収入は主に財産収入 億 万円、基金繰入金 億

万円などから構成されております。

社会資本整備等投資活動支出は主に社会資本整備支出 億 万円、基金積立金

億 万円などから構成されております。

○財務活動収支の状況

財務活動収支差額は、当期に財務活動収入が発生していなかったことから財務活動

支出 億 万円の金額として計算されています。

財務活動支出は公債費 億 万円などから構成されております。

 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成 （ ）年度のプライマリーバランスは、支払利息支出を除いた行

政サービス活動収支差額（ 億 万円）と社会資本整備等投資活動収支

差額（△ 億 万円）の合計で計算され、その金額は 億 万円の黒

字でした。

②キャッシュ・フロー計算書の分析
 
ア プライマリーバランス（基礎的財政収支） 億 万円

 
 
 
 
 

 
 
プライマリーバランス（基礎的財政収支）は、地方債等の元利償還額を除いた支出と、

地方債等借入額を除いた収入のバランスを示す指標です。

当該バランスが均衡している場合には、借金に頼らない持続可能な財政運営が実現で

きていると捉えることができます。

【計算式】

 

 
  

行政サービス活動収支差額（支払利息支出を除く）
プライマリーバランス（円） ＝

＋社会資本整備等投資活動収支差額
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①キャッシュ・フロー計算書の状況

平成 （ ）年度のキャッシュ・フロー計算書の当期における収支差額合計は△

億 万円となっており、前年度からの繰越金 億 万円との合計額として形式収

支は 億 万円となりました。

収支差額合計は行政サービス活動収支差額 億 万円、社会資本整備等投資活動

収支差額△ 億 万円、財務活動収支差額△ 億 万円の合計から計算されてい

ます。なお、行政活動キャッシュ・フロー収支差額が 億 万円とプラスであること

から、社会資本整備等投資活動は行政サービス活動収支差額の範囲内で行われていると

いえます。

○行政サービス活動収支の状況

行政サービス活動収支差額は行政サービス活動収入 億 万円と行政サービス

活動支出 億 万円の差引で計算されています。

行政サービス活動収入は主に税収等 億 万円、国庫支出金 億 万円、業

務収入 億 万円などから構成されております。

行政サービス活動支出は主に人件費 億円、物件費 億 万円、扶助費 億

万円、投資的経費 億 万円などから構成されております。

○社会資本整備等投資活動収支の状況

社会資本整備等投資活動収支差額は、社会資本整備等投資活動収入 億 万円と

社会資本整備等投資活動支出 億 万円の差引で計算されています。

社会資本整備等投資活動収入は主に財産収入 億 万円、基金繰入金 億

万円などから構成されております。

社会資本整備等投資活動支出は主に社会資本整備支出 億 万円、基金積立金

億 万円などから構成されております。

○財務活動収支の状況

財務活動収支差額は、当期に財務活動収入が発生していなかったことから財務活動

支出 億 万円の金額として計算されています。

財務活動支出は公債費 億 万円などから構成されております。

 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成 （ ）年度のプライマリーバランスは、支払利息支出を除いた行

政サービス活動収支差額（ 億 万円）と社会資本整備等投資活動収支

差額（△ 億 万円）の合計で計算され、その金額は 億 万円の黒

字でした。

②キャッシュ・フロー計算書の分析
 
ア プライマリーバランス（基礎的財政収支） 億 万円

 
 
 
 
 

 
 
プライマリーバランス（基礎的財政収支）は、地方債等の元利償還額を除いた支出と、

地方債等借入額を除いた収入のバランスを示す指標です。

当該バランスが均衡している場合には、借金に頼らない持続可能な財政運営が実現で

きていると捉えることができます。

【計算式】

 

 
  

行政サービス活動収支差額（支払利息支出を除く）
プライマリーバランス（円） ＝

＋社会資本整備等投資活動収支差額
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（４）正味財産変動計算書（一般会計）

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①正味財産変動計算書の状況 

平成 （ ）年度の正味財産変動額は、国庫支出金 億 万円、 都支出金

億 万円、負担金及び繰入金等 万円、受贈財産評価額 億 万円、会

計間取引勘定 万円の変動が生じ、行政コスト計算書の当期収支差額 億

万円も含めて正味財産が合計 億 万円増加しました。

この結果、平成 年度末の正味財産残高は 兆 億 万円となりました。

開
始
残
高
相
当

国
庫
支
出
金

都
支
出
金

前期末残高

当期変動額

固定資産等の増減

特別区債等の増減

その他内部取引による増減

当期収支差額（調整後）

当期末残高

正　　　　　　　　　　　　　　味

 

 
 
 

  

（単位：百万円）

負
担
金
及
び
繰
入
金
等

受
贈
財
産
評
価
額

会
計
間
取
引
勘
定

そ
の
他
剰
余
金

合
計

財　　　　　　　　　　　　　　産
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（４）正味財産変動計算書（一般会計）

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①正味財産変動計算書の状況 

平成 （ ）年度の正味財産変動額は、国庫支出金 億 万円、 都支出金

億 万円、負担金及び繰入金等 万円、受贈財産評価額 億 万円、会

計間取引勘定 万円の変動が生じ、行政コスト計算書の当期収支差額 億

万円も含めて正味財産が合計 億 万円増加しました。

この結果、平成 年度末の正味財産残高は 兆 億 万円となりました。

開
始
残
高
相
当

国
庫
支
出
金

都
支
出
金

前期末残高

当期変動額

固定資産等の増減

特別区債等の増減

その他内部取引による増減

当期収支差額（調整後）

当期末残高

正　　　　　　　　　　　　　　味

 

 
 
 

  

（単位：百万円）

負
担
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及
び
繰
入
金
等
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贈
財
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評
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計
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財　　　　　　　　　　　　　　産
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（５）有形固定資産及び無形固定資産附属明細書（一般会計）

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前期末
取得額合計

当期
増加額

当期
減少額

土地
建物
工作物
立木
浮桟橋等

土地
建物
工作物

土地
土地以外

合　　　計

無形固定資産
行政財産
普通財産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定

有形固定資産
行政財産

普通財産

重要物品
インフラ資産

建設仮勘定

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜有形固定資産及び無形固定資産の内訳＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円）

当期末
取得額合計

当期末
減価償却累計額

差引当期末残高
当期末
償却額

土地

建物

工作物

立木

浮桟橋等

土地

建物

工作物

重要物品 重要物品

土地

道路 舗装

橋梁

地下施設

その他インフラ資産

建設仮勘定 建設仮勘定

行政財産 地上権

普通財産 その他無形固定資産

ソフトウェア ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定 ソフトウェア仮勘定

複数の所属で使用し取得価格 万円以上のもの（財務会計システムなど）

築地魚河岸敷地、日本橋室町三丁目廃道敷地　など

築地魚河岸、佃認知症高齢者グループホーム　など

側溝・排水溝（築地魚河岸）　など

万円以上の物品（特殊用途自動車など）

小・中学校、幼稚園、公園、保育園、児童館、区民住宅　など

小・中学校、幼稚園、保育園、児童館、区民住宅、区民館　など

中央区防災無線設備、観光案内標識、公園遊具、平和の鐘　など

区民健康村、浜町公園、佃公園　など

日本橋船着場浮桟橋

建設または製作途中にある建物（新島橋の架け替え　など）

八丁堀住宅

道路専用物件管理システムプログラム

製作途中にあるソフトウェア

区分 内訳等

有形固定資産

無形固定資産

行政財産

普通財産

インフラ資産

道路敷地

道路舗装

区が設置した橋（桜小橋、西仲橋、朝潮小橋など）

区道に接している地下通路、共同溝　など

歩道橋に設置したエレベーター・エスカレーター　など
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（５）有形固定資産及び無形固定資産附属明細書（一般会計）

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前期末
取得額合計

当期
増加額

当期
減少額

土地
建物
工作物
立木
浮桟橋等

土地
建物
工作物

土地
土地以外

合　　　計

無形固定資産
行政財産
普通財産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定

有形固定資産
行政財産

普通財産

重要物品
インフラ資産

建設仮勘定

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜有形固定資産及び無形固定資産の内訳＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円）

当期末
取得額合計

当期末
減価償却累計額

差引当期末残高
当期末
償却額

土地

建物

工作物

立木

浮桟橋等

土地

建物

工作物

重要物品 重要物品

土地

道路 舗装

橋梁

地下施設

その他インフラ資産

建設仮勘定 建設仮勘定

行政財産 地上権

普通財産 その他無形固定資産

ソフトウェア ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定 ソフトウェア仮勘定

複数の所属で使用し取得価格 万円以上のもの（財務会計システムなど）

築地魚河岸敷地、日本橋室町三丁目廃道敷地　など

築地魚河岸、佃認知症高齢者グループホーム　など

側溝・排水溝（築地魚河岸）　など

万円以上の物品（特殊用途自動車など）

小・中学校、幼稚園、公園、保育園、児童館、区民住宅　など

小・中学校、幼稚園、保育園、児童館、区民住宅、区民館　など

中央区防災無線設備、観光案内標識、公園遊具、平和の鐘　など

区民健康村、浜町公園、佃公園　など

日本橋船着場浮桟橋

建設または製作途中にある建物（新島橋の架け替え　など）

八丁堀住宅

道路専用物件管理システムプログラム

製作途中にあるソフトウェア

区分 内訳等

有形固定資産

無形固定資産

行政財産

普通財産

インフラ資産

道路敷地

道路舗装

区が設置した橋（桜小橋、西仲橋、朝潮小橋など）

区道に接している地下通路、共同溝　など

歩道橋に設置したエレベーター・エスカレーター　など
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３ 各会計合算財務諸表

（１）各会計合算財務諸表の概要

中央区には一般会計のほか「国民健康保険事業会計」「介護保険事業会計」「後

期高齢者医療会計」という つの特別会計があり、一般会計の財務諸表にこれら特

別会計の財務諸表を合算し、会計間の繰入・操出等の内部取引を相殺消去※した

ものが各会計合算財務諸表となります。一般会計だけでなく特別会計を含めるこ

とで区全体の財政の姿を見ることができます。

※相殺消去とは会計間の繰入・繰出等の内部取引を各会計合算財務諸表から除外

するために行われる処理を指します。

（２）貸借対照表（各会計合算）
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３ 各会計合算財務諸表

（１）各会計合算財務諸表の概要

中央区には一般会計のほか「国民健康保険事業会計」「介護保険事業会計」「後

期高齢者医療会計」という つの特別会計があり、一般会計の財務諸表にこれら特

別会計の財務諸表を合算し、会計間の繰入・操出等の内部取引を相殺消去※した

ものが各会計合算財務諸表となります。一般会計だけでなく特別会計を含めるこ

とで区全体の財政の姿を見ることができます。

※相殺消去とは会計間の繰入・繰出等の内部取引を各会計合算財務諸表から除外

するために行われる処理を指します。

（２）貸借対照表（各会計合算）
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①貸借対照表（一般会計）との比較分析
 

ア 資産の比較
 

各会計合算と一般会計の貸借対照表の比較（資産） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流動資産は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の保険料収入

未済 億 万円、現金預金 億 万円など、 億 万円が各会計合算貸借対照

表に加わっています。

固定資産は、一般会計の 兆 億 万円に対し、介護保険事業会計の特定目的

基金 億 万円、行政財産 億 万円の合計 億 万円が各会計合算貸借対照表

に加わっています。

 
  

（単位：百万円）

各会計合算 一般会計 比較

資産の部
Ⅰ　流動資産
Ⅱ　固定資産

行政財産
普通財産
インフラ資産
投資その他の資産
その他固定資産

資産の部合計

資産

項目名

 

イ 負債・正味財産の比較
 

各会計合算と一般会計の貸借対照表の比較（負債・正味財産） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
負債は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の還付未済金

万円など、 万円が各会計合算貸借対照表に加わっています。

資産から負債を差し引いた正味財産は一般会計の 兆 億 万円に対し、 億

万円増加しています。当期の正味財産増減額は一般会計の 億 万円に対し、

国民健康保険事業会計 億 万円、介護保険事業会計 億 万円、後期高齢者医療

会計 万円の合計 億 万円が加わっています。

  

（単位：百万円）

各会計合算 一般会計 比較

負債の部
Ⅰ　流動負債
Ⅱ　固定負債

正味財産の部
正味財産

（うち正味財産増減額）

負債及び正味財産の部合計

負債・正味財産

項目名

負債の部合計

正味財産合計
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①貸借対照表（一般会計）との比較分析
 
ア 資産の比較

 
各会計合算と一般会計の貸借対照表の比較（資産） 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流動資産は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の保険料収入

未済 億 万円、現金預金 億 万円など、 億 万円が各会計合算貸借対照

表に加わっています。

固定資産は、一般会計の 兆 億 万円に対し、介護保険事業会計の特定目的

基金 億 万円、行政財産 億 万円の合計 億 万円が各会計合算貸借対照表

に加わっています。

 
  

（単位：百万円）

各会計合算 一般会計 比較

資産の部
Ⅰ　流動資産
Ⅱ　固定資産

行政財産
普通財産
インフラ資産
投資その他の資産
その他固定資産

資産の部合計

資産

項目名

 

イ 負債・正味財産の比較
 

各会計合算と一般会計の貸借対照表の比較（負債・正味財産） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
負債は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の還付未済金

万円など、 万円が各会計合算貸借対照表に加わっています。

資産から負債を差し引いた正味財産は一般会計の 兆 億 万円に対し、 億

万円増加しています。当期の正味財産増減額は一般会計の 億 万円に対し、

国民健康保険事業会計 億 万円、介護保険事業会計 億 万円、後期高齢者医療

会計 万円の合計 億 万円が加わっています。

  

（単位：百万円）

各会計合算 一般会計 比較

負債の部
Ⅰ　流動負債
Ⅱ　固定負債

正味財産の部
正味財産

（うち正味財産増減額）

負債及び正味財産の部合計

負債・正味財産

項目名

負債の部合計

正味財産合計
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（３）行政コスト計算書（各会計合算） 
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（３）行政コスト計算書（各会計合算） 
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①行政コスト計算書（一般会計）との比較分析
 

ア 収入の比較
 

各会計合算と一般会計の行政コスト計算書の比較 
（収入科目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収入合計は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対し、 億

万円増えています。

このうち行政収入は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の分担

金及び負担金 億 万円、保険料 億 万円、国庫支出金 億 万円、介護

保険事業会計の分担金及び負担金 億 万円、保険料 億 万円、後期高齢者医

療会計の保険料 億 万円など、 億 万円が各会計合算行政コスト計算書に

加わっています。

特別収入は一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計のその他特別収

入 万円など、 万円が各会計合算行政コスト計算書に加わっています。

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

行政収入
特別区税
特別区財政調整交付金
その他交付金
保険料
国庫支出金
都支出金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
その他行政収入

金融収入
特別収入
収入合計

項目名

 

イ 費用の比較
 

各会計合算と一般会計の行政コスト計算書の比較 
（費用科目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
費用合計は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対し、 億

万円増えています。

このうち行政費用は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の補

助費等 億 万円、介護保険事業会計の補助費等 億 万円、後期高齢者医療会

計の補助費等 億 万円などが加わるとともに、一般会計の繰出金 億 万円が

相殺消去され差し引かれた結果、 億 万円が各会計合算行政コスト計算書に加わ

っています。

ウ 当期収支差額の比較

 
 
 
 
 
 
当期収支差額は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対し、 億

万円増えています。

 
 

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

行政費用
人件費
物件費
扶助費
補助費等
投資的経費
繰出金 △3,440
減価償却費
その他行政費用

金融費用
特別費用
費用合計

項目名

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

収支差額

項目名

収入
費用
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①行政コスト計算書（一般会計）との比較分析
 

ア 収入の比較
 

各会計合算と一般会計の行政コスト計算書の比較 
（収入科目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収入合計は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対し、 億

万円増えています。

このうち行政収入は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の分担

金及び負担金 億 万円、保険料 億 万円、国庫支出金 億 万円、介護

保険事業会計の分担金及び負担金 億 万円、保険料 億 万円、後期高齢者医

療会計の保険料 億 万円など、 億 万円が各会計合算行政コスト計算書に

加わっています。

特別収入は一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計のその他特別収

入 万円など、 万円が各会計合算行政コスト計算書に加わっています。

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

行政収入
特別区税
特別区財政調整交付金
その他交付金
保険料
国庫支出金
都支出金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
その他行政収入

金融収入
特別収入
収入合計

項目名

 

イ 費用の比較
 

各会計合算と一般会計の行政コスト計算書の比較 
（費用科目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
費用合計は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対し、 億

万円増えています。

このうち行政費用は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計の補

助費等 億 万円、介護保険事業会計の補助費等 億 万円、後期高齢者医療会

計の補助費等 億 万円などが加わるとともに、一般会計の繰出金 億 万円が

相殺消去され差し引かれた結果、 億 万円が各会計合算行政コスト計算書に加わ

っています。

ウ 当期収支差額の比較

 
 
 
 
 
 

当期収支差額は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対し、 億

万円増えています。

 
 

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

行政費用
人件費
物件費
扶助費
補助費等
投資的経費
繰出金 △3,440
減価償却費
その他行政費用

金融費用
特別費用
費用合計

項目名

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

収支差額

項目名

収入
費用
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（４）キャッシュ・フロー計算書（各会計合算）

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成30（2018）年度　中央区財政白書 - 84 -



 

 
（４）キャッシュ・フロー計算書（各会計合算）
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①キャッシュ・フロー計算書（一般会計）との比較分析
 

ア 行政サービス活動収支差額の比較
 
 

各会計合算と一般会計のキャッシュ・フロー計算書の比較 
（行政サービス活動収支差額） 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
行政サービス活動収支差額は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対

し、 億 万円増えています。

このうち行政サービス活動収入は、一般会計 億 万円に対し、国民健康保険事

業会計の分担金及び負担金 億 万円、保険料 億 万円、国庫支出金 億

万円、介護保険事業会計の分担金及び負担金 億 万円、保険料 億円、後期高齢

者医療会計の保険料 億 万円など、 億 万円が各会計合算キャッシュ・フ

ロー計算書に加わっています。

行政サービス活動支出は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計

の補助費等 億 万円、介護保険事業会計の補助費等 億 万円、後期高齢者

医療会計の補助費等 億 万円などが加わるとともに、一般会計の繰出金 億

万円が相殺消去され差し引かれた結果、 億 万円が各会計合算キャッシュ・フロ

ー計算書に加わっています。

 
  

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

行政サービス活動収入
行政サービス活動支出
行政サービス活動収支差額

項目名

 

イ 社会資本整備等投資活動収支差額の比較
 
 

各会計合算と一般会計のキャッシュ・フロー計算書の比較 
（社会資本整備等投資活動収支差額） 

 
 
 
 
 
 
 

   
  
社会資本整備等投資活動収支差額は、△ 億 万円となり、一般会計の△ 億

万円に対し、 億 万円減っています。

このうち、社会資本整備等投資活動支出は、一般会計の 億 万円に対し、介護

保険事業会計の特定目的基金積立金 億 万円が各会計合算キャッシュ・フロー計算

書に加わっています。

 
 

 
 
ウ 財務活動収支差額の比較 
 
 

各会計合算と一般会計のキャッシュ・フロー計算書の比較 
（財務活動収支差額） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
財務活動収支差額は、△ 億 万円となり、一般会計と同額です。

 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

財務活動収入
財務活動支出
財務活動収支差額 △1,062 △1,062

項目名

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

社会資本整備等投資活動収入
社会資本整備等投資活動支出
社会資本整備等投資活動収支差額 △6,999 △6,843 △156

項目名
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①キャッシュ・フロー計算書（一般会計）との比較分析
 
ア 行政サービス活動収支差額の比較
 
 

各会計合算と一般会計のキャッシュ・フロー計算書の比較 
（行政サービス活動収支差額） 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
行政サービス活動収支差額は、 億 万円となり、一般会計の 億 万円に対

し、 億 万円増えています。

このうち行政サービス活動収入は、一般会計 億 万円に対し、国民健康保険事

業会計の分担金及び負担金 億 万円、保険料 億 万円、国庫支出金 億

万円、介護保険事業会計の分担金及び負担金 億 万円、保険料 億円、後期高齢

者医療会計の保険料 億 万円など、 億 万円が各会計合算キャッシュ・フ

ロー計算書に加わっています。

行政サービス活動支出は、一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計

の補助費等 億 万円、介護保険事業会計の補助費等 億 万円、後期高齢者

医療会計の補助費等 億 万円などが加わるとともに、一般会計の繰出金 億

万円が相殺消去され差し引かれた結果、 億 万円が各会計合算キャッシュ・フロ

ー計算書に加わっています。

 
  

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

行政サービス活動収入
行政サービス活動支出
行政サービス活動収支差額

項目名

 

イ 社会資本整備等投資活動収支差額の比較
 
 

各会計合算と一般会計のキャッシュ・フロー計算書の比較 
（社会資本整備等投資活動収支差額） 

 
 
 
 
 
 
 

   
  

社会資本整備等投資活動収支差額は、△ 億 万円となり、一般会計の△ 億

万円に対し、 億 万円減っています。

このうち、社会資本整備等投資活動支出は、一般会計の 億 万円に対し、介護

保険事業会計の特定目的基金積立金 億 万円が各会計合算キャッシュ・フロー計算

書に加わっています。

 
 

 
 
ウ 財務活動収支差額の比較 
 
 

各会計合算と一般会計のキャッシュ・フロー計算書の比較 
（財務活動収支差額） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
財務活動収支差額は、△ 億 万円となり、一般会計と同額です。

 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

財務活動収入
財務活動支出
財務活動収支差額 △1,062 △1,062

項目名

（単位：百万円）
各会計合算 一般会計 比較

社会資本整備等投資活動収入
社会資本整備等投資活動支出
社会資本整備等投資活動収支差額 △6,999 △6,843 △156

項目名
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（５）正味財産変動計算書（各会計合算）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①正味財産変動計算書（一般会計）との比較分析
 
 

各会計合算と一般会計の正味財産変動計算書の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：百万円）

各会計合算 一般会計 比較

前期末残高

当期変動額

固定資産等の増減

特別区債等の増減

その他内部取引による増減 △5

当期収支差額（調整後）

当期末残高

項目名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正味財産の前期末残高は、一般会計の 兆 億 万円に対し、国民健康保険事

業会計の 億 万円、介護保険事業会計の 億 万円、後期高齢者医療会計の

万円、合計 億 万円が各会計合算正味財産変動計算書に加わっています。

当期収支差額は一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計 億

万円、介護保険事業会計 億 万円、後期高齢者医療会計 万円の合計 億

万円が加わっています。
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（５）正味財産変動計算書（各会計合算）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①正味財産変動計算書（一般会計）との比較分析
 
 

各会計合算と一般会計の正味財産変動計算書の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：百万円）

各会計合算 一般会計 比較

前期末残高

当期変動額

固定資産等の増減

特別区債等の増減

その他内部取引による増減 △5

当期収支差額（調整後）

当期末残高

項目名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正味財産の前期末残高は、一般会計の 兆 億 万円に対し、国民健康保険事

業会計の 億 万円、介護保険事業会計の 億 万円、後期高齢者医療会計の

万円、合計 億 万円が各会計合算正味財産変動計算書に加わっています。

当期収支差額は一般会計の 億 万円に対し、国民健康保険事業会計 億

万円、介護保険事業会計 億 万円、後期高齢者医療会計 万円の合計 億

万円が加わっています。
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（６）有形固定資産及び無形固定資産附属明細書（各会計合算）
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（６）有形固定資産及び無形固定資産附属明細書（各会計合算）
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今後の財政運営

本区財政の現状

これまで見てきたように、平成 （ ）年度決算を踏まえた本区の財政状況は、

① 実質収支比率は ％で、黒字かつ適正水準の範囲（ ～ ％）にあります。

② 経常収支比率は ％で、適正水準の範囲（ ～ ％）にあります。

③ 財政健全化法４指標は、いずれも健全な状況にあることを示しており、将来負担比

率は 年ぶりにマイナス幅が増加しています。

④ 主要３基金と特別区債の残高比較では、基金残高が 億 万円上回っており、

前年度と比べ 億 万円増加しています。

⑤ 貸借対照表の資産総額は 億 万円の増、負債総額は 億 万円の減となり

ました。行政コスト計算書の行政収支差額は 億 万円のプラスとなりました。

以上のことから、本区の現時点での財政状況は引き続き健全性を保っています。

平成 （ ）年度は、基金残高が 年ぶりに増加するとともに、特別区債残高が 年

ぶりに減少しました。しかしながら、基金残高の増は特殊要因であることに加え、今後

も東京 大会後の人口増加が見込まれる晴海地区の小・中学校や特別出張所等複合施

設などの新たな施設整備を予定していることから、的確な収支見通しのもと、計画的な

基金の積立てに努めるとともに、特別区債とあわせ有効に活用していく必要があります。

歳入の見通し

特別区民税は、人口増を背景とした納税義務者数の増加や所得環境の改善などにより、

前年度と比べ 億 万円の増となりました。また、地方消費税交付金は 億 万円

の増、特別区財政調整交付金は 億 万円の増と、いずれも前年度を上回っています。

しかしながら、地方分権の流れに逆行する法人住民税の一部国税化やふるさと納税に

加え、地方消費税の清算基準の見直しが行われたことにより、本区においては今後多大

なマイナス影響が見込まれます。また、国では平成 年度税制改正に向け、地方法人課

税における新たな偏在是正措置により、都市部から税源をさらに吸い上げることが検討

されており、本区財政を取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。

安定した区民サービスや本区の地域特性に応じた独自の施策を展開していくためには

歳入（とりわけ一般財源）の確保が必要となることから、収納率の向上や収入未済の解

消に努めるとともに、区有財産の有効活用や「ふるさと中央区応援寄附制度」の推進に

より、自主財源を確保していくことがより一層重要になってきます。

今後の行政需要

本区の人口増加は平成 （ ）年以降続いており、平成 （ ）年の 年間では

人の増となりました。また、 年連続で年間出生数が 人を超えるなど乳幼児

数も年々増加しており、保育所の待機児童解消に向けた取組を強化するとともに、児

童・生徒数の増に対応した学校整備など、子どもを健やかに育む環境の充実を図る必要

があります。

さらに、国内外からの来街者の受入環境を整備するなど、東京 大会とその後を見

据えた取組を進めるとともに、築地市場の移転や首都高速道路の地下化など、本区にも

たらされる大きな環境変化への対応が必要となります。

このように量の拡大とともに多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応するためには、

行政だけでなく区民や地域がそれぞれの特性を活かしつつ連携を強化し、施策を展開し

ていくことが不可欠です。併せて、今日の社会情勢や区民ニーズの変化を踏まえ、既存

事業の見直しを不断に行うことにより、区民の負託に応える施策展開のための財源を確

保し、強固な財政基盤を堅持していかなければなりません。

今後の財政運営に向けて

① 「中央区基本計画 」の推進と健全財政運営

平成 （ ）年 月に策定した「中央区基本計画 」では つの基本政策を掲げ

ており、平成 （ ）年度からの 年間は、これらの基本政策に基づく取組を計画

的かつ着実に展開し、子育て支援、防災対策、観光などの各施策を積極的に推進して

いきます。さらに、さまざまな地域課題の解決に向け、多様な主体との協働を推進す

るとともに、自ら率先して課題解決に取り組む「プロアクティブ・コミュニティ」を

確立していきます。

また、健全で持続可能な財政運営のため、特別区税、保険料、各種使用料などの収

納率向上対策や受益者負担の適正化を図るとともに、新たな施設整備の際には、これ

までに積み立てた基金の有効活用や特別区債の発行など必要に応じた財源対策を行い、

将来にわたり「区民福祉の向上」と「強固な財政基盤」の両立を図っていきます。

② 行政評価と予算編成が連動した「成果重視型」マネジメントサイクルの推進

行政サービスが今日の社会情勢や区民ニーズに対応しているかを常に検証し、効率

的な執行に努め、「最少の経費で最大の効果を上げる」ことは、区民の負託を受けた

行政の責務といえます。そのためにも、各施策の進捗状況や方向性を点検・検証する

ための行政評価を着実に実施し、これにより明らかとなった各施策の課題や方向性を

予算編成に連動させる「成果重視型」のマネジメントサイクルを徹底していきます。

また、複式簿記による新たな公会計制度に基づく財務諸表から得られたストック情

報やフルコスト情報を行政評価や予算編成に活用していきます。

③ 先見性のある施設マネジメントの推進

本区では力強く人口増加が続いており、今後 年間の推計でも増加を見込んでいま

すが、将来的には人口減少局面が到来すると予想されます。今後の施設需要に対して

は、多目的な施設利用（タイムシェア）などにより既存施設の有効活用を図るととも

に、「中央区公共施設等総合管理方針」（平成 （ ）年 月策定）に基づき、将来

コストの平準化や財政負担の軽減を図るなど、最適な施設マネジメントを推進します。
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今後の財政運営

本区財政の現状

これまで見てきたように、平成 （ ）年度決算を踏まえた本区の財政状況は、

① 実質収支比率は ％で、黒字かつ適正水準の範囲（ ～ ％）にあります。

② 経常収支比率は ％で、適正水準の範囲（ ～ ％）にあります。

③ 財政健全化法４指標は、いずれも健全な状況にあることを示しており、将来負担比

率は 年ぶりにマイナス幅が増加しています。

④ 主要３基金と特別区債の残高比較では、基金残高が 億 万円上回っており、

前年度と比べ 億 万円増加しています。

⑤ 貸借対照表の資産総額は 億 万円の増、負債総額は 億 万円の減となり

ました。行政コスト計算書の行政収支差額は 億 万円のプラスとなりました。

以上のことから、本区の現時点での財政状況は引き続き健全性を保っています。

平成 （ ）年度は、基金残高が 年ぶりに増加するとともに、特別区債残高が 年

ぶりに減少しました。しかしながら、基金残高の増は特殊要因であることに加え、今後

も東京 大会後の人口増加が見込まれる晴海地区の小・中学校や特別出張所等複合施

設などの新たな施設整備を予定していることから、的確な収支見通しのもと、計画的な

基金の積立てに努めるとともに、特別区債とあわせ有効に活用していく必要があります。

歳入の見通し

特別区民税は、人口増を背景とした納税義務者数の増加や所得環境の改善などにより、

前年度と比べ 億 万円の増となりました。また、地方消費税交付金は 億 万円

の増、特別区財政調整交付金は 億 万円の増と、いずれも前年度を上回っています。

しかしながら、地方分権の流れに逆行する法人住民税の一部国税化やふるさと納税に

加え、地方消費税の清算基準の見直しが行われたことにより、本区においては今後多大

なマイナス影響が見込まれます。また、国では平成 年度税制改正に向け、地方法人課

税における新たな偏在是正措置により、都市部から税源をさらに吸い上げることが検討

されており、本区財政を取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。

安定した区民サービスや本区の地域特性に応じた独自の施策を展開していくためには

歳入（とりわけ一般財源）の確保が必要となることから、収納率の向上や収入未済の解

消に努めるとともに、区有財産の有効活用や「ふるさと中央区応援寄附制度」の推進に

より、自主財源を確保していくことがより一層重要になってきます。

今後の行政需要

本区の人口増加は平成 （ ）年以降続いており、平成 （ ）年の 年間では

人の増となりました。また、 年連続で年間出生数が 人を超えるなど乳幼児

数も年々増加しており、保育所の待機児童解消に向けた取組を強化するとともに、児

童・生徒数の増に対応した学校整備など、子どもを健やかに育む環境の充実を図る必要

があります。

さらに、国内外からの来街者の受入環境を整備するなど、東京 大会とその後を見

据えた取組を進めるとともに、築地市場の移転や首都高速道路の地下化など、本区にも

たらされる大きな環境変化への対応が必要となります。

このように量の拡大とともに多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応するためには、

行政だけでなく区民や地域がそれぞれの特性を活かしつつ連携を強化し、施策を展開し

ていくことが不可欠です。併せて、今日の社会情勢や区民ニーズの変化を踏まえ、既存

事業の見直しを不断に行うことにより、区民の負託に応える施策展開のための財源を確

保し、強固な財政基盤を堅持していかなければなりません。

今後の財政運営に向けて

① 「中央区基本計画 」の推進と健全財政運営

平成 （ ）年 月に策定した「中央区基本計画 」では つの基本政策を掲げ

ており、平成 （ ）年度からの 年間は、これらの基本政策に基づく取組を計画

的かつ着実に展開し、子育て支援、防災対策、観光などの各施策を積極的に推進して

いきます。さらに、さまざまな地域課題の解決に向け、多様な主体との協働を推進す

るとともに、自ら率先して課題解決に取り組む「プロアクティブ・コミュニティ」を

確立していきます。

また、健全で持続可能な財政運営のため、特別区税、保険料、各種使用料などの収

納率向上対策や受益者負担の適正化を図るとともに、新たな施設整備の際には、これ

までに積み立てた基金の有効活用や特別区債の発行など必要に応じた財源対策を行い、

将来にわたり「区民福祉の向上」と「強固な財政基盤」の両立を図っていきます。

② 行政評価と予算編成が連動した「成果重視型」マネジメントサイクルの推進

行政サービスが今日の社会情勢や区民ニーズに対応しているかを常に検証し、効率

的な執行に努め、「最少の経費で最大の効果を上げる」ことは、区民の負託を受けた

行政の責務といえます。そのためにも、各施策の進捗状況や方向性を点検・検証する

ための行政評価を着実に実施し、これにより明らかとなった各施策の課題や方向性を

予算編成に連動させる「成果重視型」のマネジメントサイクルを徹底していきます。

また、複式簿記による新たな公会計制度に基づく財務諸表から得られたストック情

報やフルコスト情報を行政評価や予算編成に活用していきます。

③ 先見性のある施設マネジメントの推進

本区では力強く人口増加が続いており、今後 年間の推計でも増加を見込んでいま

すが、将来的には人口減少局面が到来すると予想されます。今後の施設需要に対して

は、多目的な施設利用（タイムシェア）などにより既存施設の有効活用を図るととも

に、「中央区公共施設等総合管理方針」（平成 （ ）年 月策定）に基づき、将来

コストの平準化や財政負担の軽減を図るなど、最適な施設マネジメントを推進します。
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（一般会計決算）
(単位：千円）

　　  区　　　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入総額

歳出総額

形式収支(A-B)

翌年度に繰越すべき財源

実質収支(C-D)

単年度収支(E-前年度のE) △ 74,323 △ 266,623 △ 115,645

実質単年度収支

（普通会計決算）
(単位：千円）

　　  区　　　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入総額

歳出総額

形式収支(A-B)

翌年度に繰越すべき財源

実質収支(C-D)

単年度収支(E-前年度のE) △ 74,323 △ 266,623 △ 115,645

実質単年度収支

実質収支比率

標準財政規模

経常収支比率

財政の状況（一般会計決算・普通会計決算）

（単位：千円）

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

特 別 区 税

地 方 譲 与 税

内 利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

自動車取得税交付金

訳 地 方 特 例 交 付 金

特 別 区 交 付 金

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料

手 数 料

内
国 庫 支 出 金

都 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

訳 繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

特 別 区 債

普通会計 歳入決算（一般財源・特定財源）

合 計

区 分

一 般 財 源

特 定 財 源
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（一般会計決算）
(単位：千円）

　　  区　　　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入総額

歳出総額

形式収支(A-B)

翌年度に繰越すべき財源

実質収支(C-D)

単年度収支(E-前年度のE) △ 74,323 △ 266,623 △ 115,645

実質単年度収支

（普通会計決算）
(単位：千円）

　　  区　　　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入総額

歳出総額

形式収支(A-B)

翌年度に繰越すべき財源

実質収支(C-D)

単年度収支(E-前年度のE) △ 74,323 △ 266,623 △ 115,645

実質単年度収支

実質収支比率

標準財政規模

経常収支比率

財政の状況（一般会計決算・普通会計決算）

（単位：千円）

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

特 別 区 税

地 方 譲 与 税

内 利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

自動車取得税交付金

訳 地 方 特 例 交 付 金

特 別 区 交 付 金

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料

手 数 料

内
国 庫 支 出 金

都 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

訳 繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

特 別 区 債

普通会計 歳入決算（一般財源・特定財源）

合 計

区 分

一 般 財 源

特 定 財 源
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(単位：千円）

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

特 別 区 税

分 担 金 及 び 負 担 金

内 使 用 料

手 数 料

財 産 収 入

寄 附 金

訳 繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 譲 与 税

内 利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

自動車取得税交付金

地 方 特 例 交 付 金

特 別 区 交 付 金

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

訳
国 庫 支 出 金

都 支 出 金

特 別 区 債

普通会計 歳入決算（自主財源・依存財源）

合 計

区 分

自 主 財 源

依 存 財 源

(単位：千円）

区 分
平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸　支　出　金

合 計

普通会計 歳出決算（目的別）
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(単位：千円）

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

特 別 区 税

分 担 金 及 び 負 担 金

内 使 用 料

手 数 料

財 産 収 入

寄 附 金

訳 繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 譲 与 税

内 利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

自動車取得税交付金

地 方 特 例 交 付 金

特 別 区 交 付 金

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

訳
国 庫 支 出 金

都 支 出 金

特 別 区 債

普通会計 歳入決算（自主財源・依存財源）

合 計

区 分

自 主 財 源

依 存 財 源

(単位：千円）

区 分
平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸　支　出　金

合 計

普通会計 歳出決算（目的別）
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(単位：千円）

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

内

人 件 費

扶 助 費

訳

公 債 費

物 件 費

内

維 持 補 修 費

補　助　費　等

積 立 金

投資及び出資金

訳 貸 付 金

繰 出 金

区          分

  合          計　

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他 経 費

普通会計 歳出決算（性質別）

(単位：千円）

区 名 歳 入 総 額 歳 出 総 額 実 質 収 支 比 率 経 常 収 支 比 率

千 代 田 3.4％ 72.7％

中 央 3.5％ 72.3％

港 10.9％ 67.5％

新 宿 6.5％ 80.9％

文 京 9.0％ 82.4％

台 東 6.9％ 82.4％

墨 田 6.8％ 85.0％

江 東 4.0％ 73.7％

品 川 6.5％ 75.3％

目 黒 7.6％ 84.1％

大 田 6.1％ 83.1％

世 田 谷 3.3％ 83.1％

渋 谷 18.0％ 73.8％

中 野 3.3％ 78.6％

杉 並 7.6％ 82.6％

豊 島 3.8％ 79.8％

北 5.5％ 85.2％

荒 川 4.0％ 83.8％

板 橋 4.5％ 83.8％

練 馬 5.0％ 85.0％

足 立 4.5％ 77.6％

葛 飾 10.2％ 79.2％

江 戸 川 5.4％ 76.0％

特 別 区 計 6.1％ 79.8％

各区決算状況一覧（平成29年度 普通会計）
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(単位：千円）

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

平 成 年 度
決 算 額

内

人 件 費

扶 助 費

訳

公 債 費

物 件 費

内

維 持 補 修 費

補　助　費　等

積 立 金

投資及び出資金

訳 貸 付 金

繰 出 金

区          分

  合          計　

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他 経 費

普通会計 歳出決算（性質別）

(単位：千円）

区 名 歳 入 総 額 歳 出 総 額 実 質 収 支 比 率 経 常 収 支 比 率

千 代 田 3.4％ 72.7％

中 央 3.5％ 72.3％

港 10.9％ 67.5％

新 宿 6.5％ 80.9％

文 京 9.0％ 82.4％

台 東 6.9％ 82.4％

墨 田 6.8％ 85.0％

江 東 4.0％ 73.7％

品 川 6.5％ 75.3％

目 黒 7.6％ 84.1％

大 田 6.1％ 83.1％

世 田 谷 3.3％ 83.1％

渋 谷 18.0％ 73.8％

中 野 3.3％ 78.6％

杉 並 7.6％ 82.6％

豊 島 3.8％ 79.8％

北 5.5％ 85.2％

荒 川 4.0％ 83.8％

板 橋 4.5％ 83.8％

練 馬 5.0％ 85.0％

足 立 4.5％ 77.6％

葛 飾 10.2％ 79.2％

江 戸 川 5.4％ 76.0％

特 別 区 計 6.1％ 79.8％

各区決算状況一覧（平成29年度 普通会計）
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